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◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内
◇お知らせ ─愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について─
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 ─東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限延長について─
 ─電話（FAX）番号の変更について（新居浜支所　管理課）─
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〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル4階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所



鳴門海峡・関門海峡と並ぶ日本三大急潮
流の一つです。来島海峡大橋は、日本経
済新聞のおすすめサイクリングコース（平
成22年）で全国1位に選ばれました。現
在、「瀬戸内しまのわ2014」開催中。

表紙写真／来島海峡（今治市）

当協会ホームページのご案内 愛媛県信用
クリック

お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成26年3月を掲載しました。2014年 4月 8日

◇平成26年度　組織体制のご案内
◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内
◇お知らせ
　─愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について─
　─信用保証協会団体信用生命保険制度（保証協会団信）の取扱い変更について─
　─東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限延長について─
　─電話（FAX）番号の変更について（新居浜支所　管理課）─
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◇今月の保証概況（平成26年3月）
◇本・支所別保証状況
◇金融機関別保証状況
◇業種別保証状況
◇金額別・期間別・使途別保証状況
◇市町制度保証状況
◇ランキングベスト10
◇金融機関店舗別保証状況

◇融資保証制度一覧
◇信用保証料率表
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Guarantee Information平成 26 年度　組織体制のご案内

　平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日の人事異動により、以下の組織体制となりましたのでお知らせいたします。

愛媛県信用保証協会　組織図 （平成 26 年 4 月 1 日）

高浜壮一郎

部長　　　　　上田　哲生

課長　　上田　哲生（兼）
　　　　高橋　健一
　　　　川中　佳大　
　　　　宮本　江梨　   
　　　　入舩奈那子
　　　　浅川　愛美

室長　　中野　一郎
　　　　武智　圭史
　　　　桑山　晃希　
　　　　大瀬戸みのり（兼）

課長　　松本　哲也
　　　　遠藤　卓也
　　　　藤田亜希子
　　　　藤岡　裕也

課長　　和泉　省吾（兼）
　　　　河野祥一郎
　　　　村上　良平　
　　　　新藤奈緒子　
　　　　高橋悠一郎
　　　　亀岡　健一
　　　　大瀬戸みのり

室長　　高橋　省三

課長　　上田　哲生（兼）
　　　　渡部　光浩
　　　　高田　奈月　
　　　　池川　真由

部長　　　　　和泉　省吾
業務推進役　　仙波　靖夫
　　　　　　　（サービサー出向）

栗田　史朗

渡部　卓記

是澤　一記

小泉　有一

《関連会社》

保証協会サービサー 愛媛営業所

　　所長　  仙波　靖夫
　　　　　  菅野　正弘
　　　　　  水野登喜男
　　　　　  中岡多加志
　　　　　  田村麻衣子

（以上、全員業務統括部管理推進課
 より出向）

部長　　　　　宮弓　欽次松山事業部

支所長　　　　井手　正一
副支所長　　　大内　清治

　　　　善家　栄治
　　　　三神　雄哉
　　　　朝馬　康介　
　　　　白石　瑞規　   
　　　　青野　順子
　　　　二宮　正文

今 治 支 所

支所長　　　　井上　安弘
副支所長　　　谷岡　史喜

　　　　八塚　　徹
　　　　篠原真理子
　　　　水野　　和

八幡浜支所

支所長　　　　石田　芳隆
副支所長　　　宇都宮孝昭

　　　　向居　英昭 
　　　　浜岡　絵梨

宇和島支所

課長　　内山　敬祐
　　　　佐伯　朋秀　
　　　　浅井章太郎　
　　　　山本　　亮　   
　　　　山田茉里奈
　　　　一色　裕美
　　　　太田　裕美

保 証 一 課

課長　　野口　康隆
　　　　渡部　真弘
　　　　二神　　幸　
　　　　河村　拓哉　   
　　　　吉村　　透
　　　　一色　裕美（兼）
　　　　平野　早希

保 証 二 課

課長　　吉野　慎二
　　　　木下　千世
　　　　鳥羽　英典　
　　　　長久美保子　   
　　　　村井日出夫
　　　　矢野　邦彦

管 理 課

支所長   　　　伊藤　剛司新居浜支所

課長　　土屋　真吾
　　　　山本　和慶　   
　　　　土居沙弥佳
　　　　大崎　真一
　　　　稲田　詩織
　　　　藥師寺祐介
　　　　山口　絢加
　　　　髙市　理恵（兼）　

保 証 課

課長　　賀本　安彦
　　　　尾上　典子
　　　　岡　　　豊　
　　　　佐々木　良　   
　　　　山口　絢加（兼）
　　　　髙市　理恵
　　　　越智　章三 

管 理 課

総 務 部

総 務 課

経営支援室

保証企画課

管理推進課

電 算 課

業務統括部

監 査 室

会 長

専務理事

常務理事

常勤理事

常勤監事



2

０５０ダイヤルイン番号表変更のご案内

◇当協会では「０５０ダイヤルイン」を導入しております。
　このたびの人事異動により変更になりましたので、お知らせいたします。
◇松山事業所・各支所へはひとりひとりに直接つながりますのでご利用ください。
　※担当者が話し中または離席の場合は、他の職員が対応いたします。

本　　　部 TEL  089(931)2111（代）

総 務 部
総務課 089 − 93１ − ２１１１

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １9６5
電算課 089 − 93１ − ２１１5

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １9６8
業務統括部
経営支援室 089 − 93１ − ２１１６

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １97１
保証企画課 089 − 93１ − ２１１４

（050 ダイヤルイン） 050 − 3803 − １9６7
管理推進課 089 − 93１ − ２１１7

050 − 3803 − １97２
監 査 室

089 − 93１ − ２１80

松 山 事 業 部 TEL  089(931)2118

部長　　　宮弓　欽次 050 − 3803 − １977

保 証 一 課
課長　　　内山　敬祐 050 − 3803 − １993
　　　　　佐伯　朋秀 050 − 3803 − １98４
　　　　　浅井章太郎 050 − 3803 − １979
　　　　　山本　　亮 050 − 3803 − １985
　　　　　山田茉里奈 050 − 3803 − １995
　　　　　一色　裕美 050 − 3803 − ２00１
　　　　　太田　裕美 050 − 3803 − １99２

保 証 二 課
課長　　　野口　康隆 050 − 3803 − １978
　　　　　渡部　真弘 050 − 3803 − １99４
　　　　　二神　　幸 050 − 3803 − ２00４
　　　　　河村　拓哉 050 − 3803 − １998
　　　　　吉村　　透 050 − 3803 − １999
　　　　　平野　早希 050 − 3803 − １989

管 理 課
課長　　　吉野　慎二 050 − 3803 − ２00６
　　　　　木下　千世 050 − 3803 − ２007
　　　　　鳥羽　英典 050 − 3803 − ２003
　　　　　長久美保子 050 − 3803 − ２008
　　　　　村井日出夫 050 − 3803 − １988
　　　　　矢野　邦彦 050 − 3803 − ２00２

新 居 浜 支 所　　保証課
　　　　　　　　　　管理課

TEL  0897(33)8282
TEL  0897(33)8292

支所長　　伊藤　剛司 050 − 3803 − ２0１２

保 証 課
課長　　　土屋　真吾 050 − 3803 − ２0１3
　　　　　山本　和慶 050 − 3803 − ２0１5
　　　　　土居沙弥佳 050 − 3803 − ２0１7
　　　　　大崎　真一 050 − 3803 − ２0２２
　　　　　稲田　詩織 050 − 3803 − ２0１8
　　　　　藥師寺祐介 050 − 3803 − ２0１６
　　　　　山口　絢加 050 − 3803 − ２0２0

管 理 課
課長　　　賀本　安彦 050 − 3803 − ２0２１
　　　　　尾上　典子 050 − 3803 − ２0１４
　　　　　岡　　　豊 050 − 3803 − ２0２3
　　　　　佐々木　良 050 − 3803 − ２0２5
　　　　　髙市　理恵 050 − 3803 − ２0２４
　　　　　越智　章三 050 − 3803 − ２0１１

今 治 支 所 TEL  0898(23)0170

支所長　　井手　正一 050 − 3803 − １95１
副支所長　大内　清治 050 − 3803 − １95２
　　　　　善家　栄治 050 − 3803 − １955
　　　　　三神　雄哉 050 − 3803 − １95４
　　　　　朝馬　康介 050 − 3803 − １953
　　　　　白石　瑞規 050 − 3803 − １95６
　　　　　青野　順子 050 − 3803 − １9６3
　　　　　二宮　正文 050 − 3803 − １950

八 幡 浜 支 所 TEL  0894(22)2003

支所長　　井上　安弘 050 − 3803 − １958
副支所長　谷岡　史喜 050 − 3803 − １9６１
　　　　　八塚　　徹 050 − 3803 − １9６0
　　　　　篠原真理子 050 − 3803 − １9６２
　　　　　水野　　和 050 − 3803 − １959

宇 和 島 支 所 TEL  0895(22)6556

支所長　　石田　芳隆 050 − 3803 − １9４４
副支所長　宇都宮孝昭 050 − 3803 − １9４5
　　　　　向居　英昭 050 − 3803 − １9４６
　　　　　浜岡　絵梨 050 − 3803 − １9４9
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〔主な改正内容〕
１．「新事業創出支援資金」の拡充
　起業・創業を促進して県内経済の活性化を図るため、新事業創出支援資金のうち、外部の専門家のサポー
トを受けて創業する下記（１）～（3）に該当する者について、特例として、融資利率を １.3%に引き下げし、
下記（3）に該当する者は、融資限度額を １，500 万円に拡大する。

（１）公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する平成 ２5 年度補正予算創業補助金（創業促進補助金）の
交付決定を受けた者

（２）公益財団法人えひめ産業振興財団が実施する地域密着型ビジネス創出助成事業（一般枠）の交付決
定を受けた者

（3）支援創業関連保証を利用する者
　　
　また、創業関連資金については、保証対象に分社化を追加する。

2．緊急経済対策特別支援資金の融資対象要件の強化
　緊急経済対策特別支援資金の融資対象要件の比較対象年について、リーマンショック前と比較できる
ようにしていた緩和措置を廃止して、過去 3か年に見直しする。
　　融資対象要件（１）、（２）：「過去 ６か年」→「過去 3か年」
　　融資対象要件（１）の ２ ：「過去 ４か年」→「過去 3か年」

■被保険者資格の対象拡大等に伴う変更について
１．主な改正内容
　①被保険者資格対象の拡大

　現状、中小企業基本法上「中小企業者」と定義されていない法人（組合、医療法人、通常規模要件を
超える政令特例業種に属する法人等）については、保証協会団信の加入対象外となっていますが、資格
対象の拡大により、信用保証と保証協会団信の加入資格は、個人・法人にかかわらず、すべての業種・
組織形態において同一となります。よって、これまで保証協会団信の加入対象外であった医療法人や組
合等が対象に加わります。

2．改訂帳票
①申込関係書類一式（改訂に伴い帳票の色も以下のとおり変更になります。）

　【現　行】中小企業基本法第 ２条第 １項に定める
　「中小企業者」に該当する法人の業務執行について代表権を有する者

　【変更後】中小企業基本法第 ２条第 １項または信用保証協会法第 ２0 条第 ４項に定める
　「中小企業者」に該当する法人の業務執行について代表権を有する者

被保険者資格対象

お知らせ

愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について

信用保証協会団体信用生命保険制度（保証協会団信）の取扱い変更について

現　在 改訂後

申 込 書 兼 告 知 書 朱　色 紺　色

債務弁済委託契約申込書 黄　色 ピンク色
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②団体信用生命保険制度のご案内 ----- 中小企業者への制度紹介にご利用ください。
③保証協会団信のご案内 ----------------- 中小企業者への制度紹介にご利用ください。
④団信申込書チェック用下敷き -------- 申込書類の不備確認のためにご利用ください。

※改訂後帳票は 3月末迄に金融機関宛て送付済みです。

3．改訂（切替）時期
平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日（原則として、告知日を基準とする。）
※経過措置として、旧書式は平成 ２６ 年 １２ 月末告知分まで使用可能です。
　　　　　　　　　（平成 ２7 年 １ 月 １ 日以降の告知分からは使用不可）

■特約料の引下げについて
「特約料」：被保険者（加入者）が保険事故発生時に金融機関への債務弁済を保証協会連合会に委託する

ための特約（契約）対価。年払で、申込時に被保険者の指定した口座より自動引き落としさ
れる。

１．特約料率の変更内容

２．変更時期
平成 ２６ 年 ６ 月 30 日振替分より適応（ただし、再請求分を除く）
　既にご加入されている方の ２年目以降の振替分も引下げの対象です。

お知らせ

現　状 変更後

対万円当たり／月 5.２ 円 4.9 円

（ 年 率 ） （0.６２４％） （0.588％）

特約料振替日について（原則）　・初年度分 → 融資実行月の翌月 ２8 日
・２年目以降 → 融資実行応答月の ２8 日

　本年 ４月 １日より、新居浜支所　管理課に直通の電話（FAX）を開設しました。
　新居浜支所　管理課へご連絡いただく際には、下記直通電話（FAX）にいただくほか、短縮ダイヤルへ
の登録等、ご協力をお願いいたします。（新居浜支所　保証課の電話（FAX）番号は変更ありません）

新居浜支所　管理課直通　　電話：０８９７－３３－８２９２　FAX：０８９７－３３－８２９３

　「東日本大震災についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令等の一部を改正す
る政令」が公布・施行され、下記の通り、東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限が延長されてい
ますので、お知らせします。
　本保証制度は、被災区域内に事業所を有し、直接被害を受けた方が対象となる保証制度です。

改正前：平成 26 年 3 月 31 日迄　　　延長後：平成 27 年 3 月 31 日迄

電話（FAX）番号の変更について（新居浜支所　管理課）

東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限延長について
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保証状況

保証承諾は前年同月金額比 79％
保証債務残高は 2,083 億円に

� 金融機関群別
　金融機関群別保証承諾額における構成比は、第二地銀 55.8%、地銀 ４0.１%、信用金庫 3.0%となった。
　対前年同月金額比は、都銀（１２２.8％）は前年実績を上回り、第二地銀（89.４%）、地銀（６8.１％）は前
年実績を下回った。
� 業種別
　業種別保証承諾額における構成比は、製造業 ２２.４%、卸売業 ２１.４%、建設業 １６.６％、サービス業
１４.5％、小売業 １４.１％と続いた。
　対前年同月金額比は、鉱業・土石採取業（２４0.0％）、小売業（１１１.3％）、不動産業（98.5％）、卸売業（89.8％）
と続いた。
� 保証制度別（※別枠保証には、県・市町制度の特例併用分を含む）
　制度別保証承諾額における構成比は、一般保証 ４8.１%、別枠保証 ２5.7％、県単制度 １8.４％、市町制度 7.8%
と続いた。
　なお、協会商品構成比は、中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）33.0%、優良ランク保証 3.0％、
小口連携保証 0.１％となった。
　対前年同月金額比は、一般保証（１２8.６%）は前年実績を上回り、県単制度（8６.9％）、市町制度（7２.9％）、
別枠保証（４４.６%）は前年実績を下回った。
� 金額別
　金額別保証承諾額における構成比は、１，000 万円超 3，000 万円以下 ２7.9%、１，000 万円以下 ２２.0％、3，000
万円超 5，000 万円以下 ２0.9%、5，000 万円超 8，000 万円以下 １8.8％と続いた。
　また、１件あたりの平均保証金額は １，４１3 万円（前年同月比 １00.5%）であった。
� 期間別
　期間別保証承諾額における構成比は、１ 年以下 33.２%、４ 年超 5 年以下 ２0.２%、7 年超 １0 年以下
１9.3%、5年超 7年以下 １４.7%と続いた。
　また、１件あたりの平均保証期間は 5６ カ月（前年同月比 93.5%）であった。

区　　分
当　　　月　　　中 当　　　月　　　末

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額
対前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額
保 証 申 込 791 11,046,510 72.70 72.26 7,446 92,571,446 95.69 98.07 

保 証 承 諾 860 12,152,500 78.47 78.82 7,275 90,346,043 96.54 98.97 

保証債務残高 ―― ―― ―― ―― 24,635 208,255,083 98.32 95.24 

代 位 弁 済 52 561,882 91.23 95.50 413 3,507,924 79.27 69.15 

今月の保証概況（平成 26 年 3 月）

（単位：千円）

実　　績

保　　証
　平成 ２６ 年 3 月の保証承諾は、件数 8６0 件（前年同月比 78.5%）、金額 １２，１53 百万円（同 78.8%）と、 
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　また、3 月末での保証承諾（累計）は、件数 7，２75 件（前年同月比 9６.5%）、金額 90，3４６ 百万円（同
99.0%）と、件数・金額ともに前年実績を下回っている。
　平成２６年3月末での保証債務残高は、件数２４，６35件（前年同月比98.3%）、金額２08，２55百万円（同95.２ %）
と、件数・金額ともに前年実績を下回っている。
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　平成 ２６ 年 3 月の事故報告受付は、件数 33 件（前年同月比 7１.7%）、金額 3２9 百万円（同 7４.9%）と、件数・
金額ともに前年実績を下回った。
　また、3 月末での事故報告残高は、件数 １75 件（前年同月比 ６3.６%）、金額 95４ 百万円（同 50.0%）と、 
件数・金額ともに前年実績を下回った。
　平成 ２６ 年 3 月の事故受付内容別構成比は、分割返済不履行 ４7.２%、債務整理委任 ２5.６％、第 １ 回不渡
１8.６％と続いた。

　平成 ２６ 年 3 月の代位弁済は、件数 5２ 件（前年同月比 9１.２%）、金額 5６２ 百万円（同 95.5％）と、件数・
金額ともに前年実績を下回った。
　また、3月末での代位弁済（累計）は、件数 ４１3 件（前年同月比 79.3%）、金額 3，508 百万円（同 ６9.２%） 
と、件数・金額ともに前年実績を下回った。

� 原因別
　平成 ２６ 年 3 月の原因別代位弁済額における構成比は、経営放漫 ４２.8%、商況不振 33.9％、競争激化等
２１.２％と続いた。
　3月末の原因別代位弁済額（累計）における構成比は、商況不振 77.7%、競争激化等 9.9％、経営放漫 ６.9％
と続いた。
　対前年同月末金額比は、経営放漫（3，２６２.0％）、取引先倒産（６１１.0％）、 回収困難（２5２.２%）であった。

� 業種別
　平成 ２６ 年 3 月の業種別代位弁済額における構成比は、製造業 3１.１％、卸売業 ２5.3％、小売業 ２１.7％、
建設業 8.8％と続いた。
　3 月末の業種別代位弁済額（累計）における構成比は、製造業 ２5.１%、建設業 ２１.7%、卸売業 １６.２％、
小売業 １5.9％と続いた。
　対前年同月末金額比は、印刷・出版業（１8，5１7.６％）、製造業（89.8％）、小売業（7２.６％）となった。

　平成 ２６ 年 3 月の回収は １１0 百万円、うちサービサー回収分は 57 百万円（構成比 5１.8%）となった。
　また、3 月末の回収（累計）のうち不定期回収が 357 百万円（33.5%）、定期回収が ２8２ 百万円（同
２６.5％）、任意処分が ２４１ 百万円（同 ２２.６%）となっている。

当　　　月　　　中 当　　　月　　　末
事故報告受付 前年同月比（％） 事故報告残 前年同月比（％）

件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額 件　数 金　額
33 329,219 71.74 74.88 175 953,545 63.64 50.01

（単位：千円）

区　　分
当月中 構成比

（％）
当月末 構成比

（％）金　額 金　額
回　　収 109,866 ─ 1,066,196 ─

うちサービサー回収 56,924 51.81 406,697 38.14

（単位：千円）

事　　故

代位弁済

回　　収

� 使途別
　使途別保証承諾額における構成比は、運転資金が 93.１%を占め、次いで設備資金 ４.0%、運転・設備資
金 ２.9%となった。
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保証状況

推移グラフ
� 保証承諾

� 債務残高

� 事故報告受付

� 代位弁済

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

４月 5月 ６月 7月 8月 9月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２４・４ 月～H２5・3 月 ４,593,４80 5,833,957 ６,４0６,0２9 ６,２3４,６４0 ６,２６3,00４ １5,２４４,900 5,１73,3６0 ６,9１9,１２0 8,9４0,579 ４,６１４,5２４ 5,６４3,780 １5,４１7,7１0
H２5・４ 月～H２６・3 月 ４,85４,900 7,１88,４00 8,538,0２7 8,２４１,１90 5,7４0,１93 １４,5１9,２２8 5,６0６,１00 ６,039,87６ 8,353,899 3,709,６05 5,４0２,１２5 １２,１5２,500
前年同月比（％） １05.６9 １２3.２２ １33.２8 １3２.１8 9１.６5 95.２４ １08.3６ 87.２9 93.４４ 80.39 95.7２ 78.8２

４ 月 5 月 ６ 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２４・４ 月～H２5・3 月 ２２9,４89,６２２ ２２６,４４６,800 ２２４,99１,87４ ２２２,887,99２ ２２0,６１２,２２3 ２２１,9１0,788 ２２１,37１,7２0 ２１9,557,１08 ２１9,3４5,8６5 ２１６,3１0,６80 ２１5,２07,580 ２１8,６57,8４２
H２5・４ 月～H２６・3 月 ２１６,883,４33 ２１3,４４5,１４２ ２１４,0１3,39４ ２１２,４9４,307 ２１１,505,758 ２１3,６8２,６00 ２１４,098,６２２ ２１２,507,8６２ ２１１,7４１,8４６ ２07,508,8２7 ２05,６0１,355 ２08,２55,083
前年同月比（％） 9４.5１ 9４.２６ 95.１２ 95.3４ 95.87 9６.２9 9６.7１ 9６.79 9６.53 95.93 95.5４ 95.２４

４ 月 5 月 ６ 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２４・４ 月～H２5・3 月 300,１１3 799,503 ４30,２６3 58２,６６9 ６3６,70６ 800,４１9 ４30,１４２ 79４,0１６ ６9６,058 35２,9２２ 57２,４78 ４39,６79
H２5・４ 月～H２６・3 月 793,１６２ ４２9,38２ １78,335 37６,２６7 300,２5２ ２00,00２ 3２5,9６9 380,900 ２６9,78４ ４１7,9１7 98,8４7 3２9,２１9
前年同月比（％） ２６４.２9 53.7１ ４１.４5 ６４.58 ４7.１６ ２４.99 75.78 ４7.97 38.7６ １１8.４２ １7.２7 7４.88

４ 月 5 月 ６ 月 7 月 8 月 9 月 １0 月 １１ 月 １２ 月 １ 月 ２ 月 3 月
H２４・４ 月～H２5・3 月 ２４3,４07 １４２,9４7 ２２5,99２ 55１,093 5４４,7２3 3６8,４77 ４６１,5４0 ４６１,１5４ ４１9,773 ６４６,090 ４１9,６２7 588,38４
H２5・４ 月～H２６・3 月 １37,309 305,４8１ ２9１,４3１ ４57,４１9 3６7,993 ２４8,0１１ 39,33２ 393,４１２ ２53,77４ ２75,303 １7６,577 5６１,88２
前年同月比（％） 5６.４１ ２１3.70 １２8.9６ 83.00 ６7.5６ ６7.3１ 8.5２ 85.3１ ６0.４６ ４２.６１ ４２.08 95.50

２00億円
１80億円
１６0億円
１４0億円
１２0億円
１00億円
80億円
６0億円
４0億円
２0億円

0

２500億円

２４00億円

２300億円

２２00億円

２１00億円

２000億円

１900億円

１２億円

１0億円

8億円

６億円

４億円

２億円

0

１0億円
9億円
8億円
7億円
６億円
5億円
４億円
3億円
２億円
１億円

0
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本・支所別・金融機関別保証状況

本・支所別保証状況　（平成 26 年 3 月分）

金融機関別保証状況　（平成 26 年 3 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　分

保　　証　　承　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　位　　弁　　済
当　月　中 当　月　末 当　月　末 当　月　中 当　月　末

件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額 件数 金　額前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

前年比
（％）

本 所 ４5６ ６，４70，６６0 83.６６ 3，４53 ４２，58６，0２６ １00.４４ １１，05４ 90，87２，４33 95.４２ １9 ６２，４05 １8.２8 １73 １，２3２，２33 ４６.55 
新 居 浜 １7１ １，895，４00 ６8.99 １，６38 １8，599，１7６ 9４.05 5，775 50，858，930 9４.６２ １２ ２４0，509 １8４.６６ 9４ １，0６9，8２６ 9４.50 
今 治 １２２ ２，１7２，950 73.４４ １，１２２ １６，00６，990 9６.６１ 3，7４7 3４，793，６7４ 9６.２６ １8 ２5２，37１ 73６.37 83 7２１，４６６ １１9.9２ 
八 幡 浜 55 757，000 ６１.8１ 535 7，２２１，１２0 １0２.89 ２，03２ １7，7２7，６7２ 9２.9４ 0 0 0.00 3４ 335，６8４ ６8.６0 
宇 和 島 5６ 85６，４90 １１3.93 5２7 5，93２，73１ １07.４5 ２，0２7 １４，00２，373 9６.9１ 3 ６，598 379.08 ２9 １４8，7１４ 73.２7 
合 計 860 12,152,500 78.82 7,275 90,346,043 98.97 24,635 208,255,083 95.24 52 561,882 95.50 413 3,507,924 69.15 

保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済
当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　　月　　中 当　　月　　末

件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

銀
　
　
　
　
　
　
　
　
行

伊    予 ２8１ ４，２00，950 ２，7４0 ４１，0４１，8４６ ４5.４3 １0，5２１ １03，7２5，６7４ ４9.8１ １６ １６7，80６ １55 １，４２9，37１ ４0.75 
四    国 7 ２２４，000 7６ １，１１0，900 １.２3 305 3，１9２，83６ １.53 0 0 ４ １9，６3４ 0.5６ 
百 十 四 １６ １0４，000 １09 １，3２3，000 １.４６ 389 3，859，78１ １.85 ２ 77，50１ 7 １55，598 ４.４４ 
阿    波 0 0 １7 ２２5，705 0.２5 7４ 7１２，６95 0.3４ 0 0 0 0 0.00 
広    島 ２3 333，500 3２６ ４，４４9，500 ４.9２ ６97 8，６0６，7２６ ４.１3 ４ ４5，079 8 ６１，２50 １.75 
中    国 0 0 １１ １98，700 0.２２ ６１ 880，６9２ 0.４２ ２ ４１，６0４ ４ 57，5１0 １.６４ 
山    口 ２ １４，000 １４ １50，000 0.１7 ６１ １，１４１，083 0.55 １ １４，7６7 １ １４，7６7 0.４２ 
西 日 本 0 0 0 0 0.00 3 ２5，４58 0.0１ 0 0 0 0 0.00 
み ず ほ ４ 53，000 7 １33，000 0.１5 ２0 ４3２，50６ 0.２１ 0 0 0 0 0.00 
り そ な 0 0 １ 50，000 0.0６ １ 50，000 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
三 井 住 友 0 0 0 0 0.00 ２４ ２5６，２１3 0.１２ 0 0 0 0 0.00 
三 菱 東 京 ２ ６0，000 3 90，000 0.１0 １7 ２5６，838 0.１２ １ １６，37２ １ １６，37２ 0.４7 
三井住友信託 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
あ お ぞ ら 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
愛    媛 ４07 ６，30４，590 ２，39４ 30，４0１，２１２ 33.６5 ６，４08 53，09２，１６0 ２5.４9 １3 8２，２55 １１１ 95６，7６２ ２7.２7 
香    川 ２3 ４１7，000 １83 ２，3６２，950 ２.６２ 877 8，１39，395 3.9１ 3 ２１，5４１ ２２ ２４２，４１3 ６.9１ 
高    知 ４ １8，000 5２ ４１5，950 0.４６ ２６9 １，7１8，587 0.83 １ 39，１４8 １ 39，１４8 １.１２ 
徳    島 3 ４４，000 ４２ ６03，000 0.６7 １４２ １，１7２，9２8 0.5６ １ 3，00６ 3 １5，3２0 0.４４ 
も み じ 0 0 １ ４00 0.00 １ 3４5 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　計 772 11,773,040 5,976 82,556,163 91.38 19,870 187,263,917 89.92 44 509,077 317 3,008,145 85.75 

信
用
金
庫

愛    媛 5１ ２35，２６0 905 5，5１１，１90 ６.１0 3，358 １４，６5６，578 7.0４ 7 ４9，６４２ 78 387，893 １１.0６ 
川 之 江 3 １3，500 ４7 ４２3，000 0.４7 １83 １，１６６，05４ 0.5６ 0 0 5 57，935 １.６5 
東    予 １２ ４8，500 １４0 ６09，800 0.６7 ４１3 １，６73，１２４ 0.80 0 0 ６ ２9，3４9 0.8４ 
宇 和 島 １9 ６６，２00 １8２ 890，778 0.99 737 ２，６08，１２６ １.２5 １ 3，１６3 ６ １7，57４ 0.50 
信 金 中 金 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　計 85 363,460 1,274 7,434,768 8.23 4,691 20,103,882 9.65 8 52,804 95 492,751 14.05 

朝 銀 西 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
県  信  連 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
単 一 農 協 0 0 0 0 0.00 8 １3，8１7 0.0１ 0 0 １ 7，0２8 0.２0 
県 信 漁 連 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
農 林 中 金 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
商 工 中 金 3 １６，000 ２5 355，１１２ 0.39 ６６ 873，４６６ 0.４２ 0 0 0 0 0.00 
損 保 ・ 生 保 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
労 働 金 庫 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
そ  の  他 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
小　　　計 3 16,000 25 355,112 0.39 74 887,283 0.43 0 0 1 7,028 0.20 
合　　　　計 860 12,152,500 7,275 90,346,043 100.00 24,635 208,255,083 100.00 52 561,882 413 3,507,924 100.00 
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保証状況業種別保証状況

業種別保証状況　（平成 26 年 3 月分） （単位：千円）

区　　　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高 代　　　位　　　弁　　　済

当　月　中 当　　月　　末 当　　月　　末 当　月　中 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比 件数 金　額 件数 金　額 構成比

製 造 業 １5２ ２，7２２，550 １，２２６ １9，４６１，3２0 ２１.5４ ４，3４４ ４7，733，850 ２２.9２ 9 １7４，57６ 8４ 880，75２ ２5.１１ 
食 料 品 工 業 ２0 ６４5，000 １83 3，3４5，970 3.70 ６２9 7，5１5，６98 3.６１ 9 １7４，57６ １8 30６，5４２ 8.7４ 
繊 維 品 工 業 １7 555，000 １5１ 3，２70，４00 3.６２ 539 7，２２２，２６0 3.４7 0 0 １3 ６5，４２8 １.87 
木 材 ・ 木 製 品 工 業 7 79，000 ４3 7４１，500 0.8２ １83 ２，390，3６６ １.１5 0 0 5 ４8，05１ １.37 
家 具 ・ 建 具 工 業 ４ １00，500 30 ２73，750 0.30 １１0 ６４４，800 0.3１ 0 0 3 7，６7６ 0.２２ 
紙 工 業 9 １7６，500 7４ １，４１8，000 １.57 ２73 ４，１６5，055 ２.00 0 0 ４ 5４，783 １.5６ 
製 版 ・ 製 本 業 １ １，000 ４ ２１，000 0.0２ １9 １3６，973 0.07 0 0 ４ １33，935 3.8２ 
化 学 工 業 ２ 85，000 8 395，000 0.４４ ２9 ６9２，05６ 0.33 0 0 ６ 85，8４６ ２.４5 
石 油 石 炭 製 品 工 業 0 0 0 0 0.00 ２ 3，985 0.00 0 0 0 0 0.00 
ゴム ・ プラスチック工業 １ １0，000 ２１ 377，850 0.４２ 9２ 9６7，8１６ 0.４６ 0 0 １ 5，5２２ 0.１６ 
ゴ ム 製 品 製 造 業 １ 50，000 3 98，000 0.１１ 5 １１0，４２0 0.05 0 0 0 0 0.00 
皮 革 工 業 0 0 0 0 0.00 ２ ４，６55 0.00 0 0 0 0 0.00 
窯 業 １１ １05，000 38 5１5，１00 0.57 １5６ １，879，3２7 0.90 0 0 ２ 9，４39 0.２7 
機 械 工 業 ２２ 3４8，１00 １６8 3，１07，800 3.４４ 5６６ 7，４４４，99４ 3.57 0 0 7 ４5，６9６ １.30 
電 気 機 器 工 業 7 １２9，000 ４8 １，0４5，４00 １.１６ １２9 ２，0６１，878 0.99 0 0 0 0 0.00 
車 輌 工 業 0 0 ４ ４3，000 0.05 １3 １75，77１ 0.08 0 0 0 0 0.00 
船 舶 工 業 ２ ２，000 35 １，0１６，000 １.１２ １58 ２，１70，37２ １.0４ 0 0 3 ２６，059 0.7４ 
金 属 工 業 １9 １４5，000 １38 １，985，800 ２.２0 ４６１ ４，99１，85１ ２.４0 0 0 9 ４２，0２１ １.２0 
ソ フ ト ウ ェ ア 業 5 5６，500 ４６ 339，４00 0.38 １58 １，１２４，780 0.5４ 0 0 0 0 0.00 
情報処理サービス業 0 0 １ １0，000 0.0１ 5 33，４６5 0.0２ 0 0 １ １，759 0.05 
農 林 漁 業 0 0 １ 30，000 0.03 5 3１，7６１ 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
そ の 他 の 工 業 ２４ ２3４，950 ２30 １，４２7，350 １.58 8１0 3，9６5，5６６ １.90 0 0 8 ４7，99４ １.37 

鉱        　  業 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
土  石 採 取 業 ２ ４8，000 １0 １77，500 0.２0 ４１ ４87，808 0.２3 0 0 0 0 0.00 
木  材 伐 出 業 0 0 １ １，500 0.00 ４ 7，１09 0.00 0 0 0 0 0.00 
建     設     業 １9４ ２，0１0，750 １，795 １9，75４，１６5 ２１.87 5，805 ４5，9２8，839 ２２.05 ６ ４9，４２２ 90 7６２，559 ２１.7４ 
卸     売     業 １２9 ２，598，300 8６0 １４，9２６，375 １６.5２ ２，778 30，４88，57２ １４.６４ １0 １４２，２２5 57 5６9，２79 １６.２3 
小     売     業 １４0 １，7１7，500 １，095 １0，999，890 １２.１8 3，8２４ ２5，737，55６ １２.3６ １２ １２１，99２ 79 557，070 １5.88 
飲     食     店 ４４ ２7４，900 ４１４ ２，099，２４0 ２.3２ １，50４ 5，６9６，58４ ２.7４ 5 ２１，8６６ ２8 ２0４，5４１ 5.83 
不 　 動 　 産 　 業 １６ ２６0，800 １7１ ２，5４４，070 ２.8２ ６４7 ６，１２9，0１3 ２.9４ １ 3，337 7 ２8，530 0.8１ 
運     送     業 30 ６99，000 337 ６，６5１，553 7.3６ １，２１１ １5，83４，0４9 7.６0 0 0 １１ １２２，03１ 3.４8 
貨 物 運 送 取 扱 業 0 0 0 0 0.00 ２ ４，9６0 0.00 0 0 0 0 0.00 
倉 　 　 庫 　 　 業 １ 5，000 9 １６６，000 0.１8 ２8 ２9２，5２7 0.１４ 0 0 0 0 0.00 
物 品 預 り ・ 駐 車 場 業 １ １，000 ４ 3４，500 0.0４ １２ 5１，039 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
電気・ガス・熱供給・水道業 ２ 9，000 ２5 ２６9，030 0.30 35 ４90，６7２ 0.２４ 0 0 0 0 0.00 
印 　 　 刷 　 　 業 ６ ２9，500 ６5 ６75，４00 0.75 ２0６ １，795，5２６ 0.8６ 0 0 ６ １２0，１33 3.４２ 
出 　 　 版 　 　 業 １ １0，000 5 3４，500 0.0４ ２６ １79，59６ 0.09 0 0 0 0 0.00 
サ  ー ビ ス 業 １４0 １，7６２，700 １，２１9 １２，４3１，000 １3.7６ ４，035 ２7，１39，35４ １3.03 9 ４8，４６5 5１ ２６3，030 7.50 

物 品 賃 貸 業 ２ 3，000 ２9 38６，２50 0.４3 １１１ 9４0，６05 0.４5 0 0 ６ 3１，8６7 0.9１ 
宿  泊  業 7 3２１，500 35 90４，550 １.00 １４7 ２，383，４６２ １.１４ 0 0 9 １１，595 0.33 
洗濯・理美容・浴場業 １６ １35，６50 １5１ 7４４，１50 0.8２ 55１ １，8６5，83４ 0.90 0 0 ４ ６，４79 0.１8 
その他の生活関連サービス業 5 38，500 ２7 ６03，900 0.６7 １07 １，２3２，8６8 0.59 0 0 ６ 55，3６3 １.58 
旅  行  業 １ １0，000 9 73，500 0.08 38 １99，２9６ 0.１0 0 0 ４ 7，97２ 0.２3 
映 画 ・ 娯 楽 業 ２ 8，500 １7 １5１，300 0.１7 59 ４33，１１7 0.２１ １ ２，２83 ２ ２２，988 0.６６ 
広  告  業 ４ 8２，000 ４0 359，２00 0.４0 １２7 7４8，85２ 0.3６ 0 0 １ 3，8６１ 0.１１ 
放  送  業 １ 3，000 ２ 5，000 0.0１ 3 5，58６ 0.00 0 0 0 0 0.00 
情報通信サービス業 0 0 9 85，000 0.09 ２8 １１２，5４２ 0.05 0 0 １ 783 0.0２ 
運 輸 サ ー ビ ス 業 3 ２9，000 １3 １６7，500 0.１9 ４２ ２78，２5１ 0.１3 0 0 0 0 0.00 
職業紹介・労働者派遣業 0 0 7 ２６，000 0.03 １２ 37，0２9 0.0２ 0 0 0 0 0.00 
その他の事業サービス業 8 １09，000 １07 １，0４２，500 １.１5 3６１ ２，38１，２8２ １.１４ ２ 3，388 7 ６9，２４0 １.97 
専 門 サ ー ビ ス 業 １7 ６0，000 １53 5４7，１00 0.６１ ６１5 １，85６，２30 0.89 １ １，083 3 ４，9１１ 0.１４ 
技 術 サ ー ビ ス 業 8 55，800 １１8 7１６，780 0.79 １7４ 9１２，１４１ 0.４４ 0 0 0 0 0.00 
医 療 ・ 福 祉 業 59 8４5，２50 380 5，４６６，４70 ６.05 9４６ 8，7４４，58４ ４.２0 0 0 １ ２，６２5 0.07 
廃 棄 物 処 理 業 3 １5，000 ６４ 8１２，１00 0.90 ２70 ２，４２２，039 １.１６ ４ ４１，１7１ 5 ４２，330 １.２１ 
教育・学習支援事業 ２ ４２，500 33 ２00，２00 0.２２ １２7 ６４４，６６４ 0.3１ １ 5４0 １ 5４0 0.0２ 
その他のサービス業 ２ ４，000 ２5 １39，500 0.１5 3１7 １，9４0，975 0.93 0 0 １ ２，４77 0.07 

保 険 媒 介 代 理 業 ２ 3，500 3４ 97，500 0.１１ １２0 ２２２，80１ 0.１１ 0 0 0 0 0.00 
郵 　 　 便 　 　 業 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 
通 　 　 信 　 　 業 0 0 0 0 0.00 ２ １，４６１ 0.00 0 0 0 0 0.00 
インターネット付随サービス業 0 0 5 ２２，500 0.0２ １１ 33，7６7 0.0２ 0 0 0 0 0.00 

合　　　　計 860 12,152,500 7,275 90,346,043 100.00 24,635 208,255,083 100.00 52 561,882 413 3,507,924 100.00 
※平成 ２４ 年 １0 月分統計より業種区分を変更したため、業種によっては変更前後での累計値等が一致しない場合があります。
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金額別・期間別・使途別保証状況

金額別保証状況　（平成 26 年 3 月分）

期間別保証状況　（平成 26 年 3 月分）

使途別保証状況　（平成 26 年 3 月分）

（単位：千円）

（単位：千円）

（単位：千円）

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

１000 以下 9１ 8２，800 735 ６57，４６４ 0.73 １，893 １，09４，99１ 0.53
１000 超   ２000 以下 90 １６0，8４0 8１１ １，４53，２70 １.６１ ２，598 ２，800，73２ １.3４
２000 超   3000 以下 99 ２87，２６0 880 ２，5４0，9１0 ２.8１ 3，0６7 5，４１5，２１２ ２.６0
3000 超   5000 以下 １78 8４5，900 １，６６9 7，8２9，3１0 8.６7 5，６9１ １６，5６0，４２9 7.95
5000 超  １0000 以下 １４5 １，303，300 １，１４４ 9，9２0，２0１ １0.98 ４，６１６ ２5，４２0，55２ １２.２１
１0000 超  １5000 以下 ４２ 577，300 ４0４ 5，5２7，２3１ ６.１２ １，４６9 １3，589，１7６ ６.53
１5000 超  ２0000 以下 ４６ 88１，１00 ４07 7，78２，２00 8.６１ １，38１ １7，98６，087 8.６４
２0000 超  30000 以下 ６9 １，9２9，000 500 １3，70４，１57 １5.１7 １，59２ ２9，830，030 １４.3２
30000 超  50000 以下 58 ２，5４２，500 ４６２ ２0，１６5，000 ２２.3２ １，４75 ４5，097，79４ ２１.６６
50000 超  ６0000 以下 １１ ６１１，000 ６9 3，9６２，000 ４.39 ２55 １0，79１，１２２ 5.１8
６0000 超  70000 以下 ６ 39６，500 ４5 3，008，１00 3.33 １37 7，２１２，99４ 3.４６
70000 超  80000 以下 １６ １，２75，000 １１２ 8，87６，２00 9.8２ 3２7 １9，90４，１93 9.5６
80000 超 １00000 以下 5 500，000 １8 １，757，000 １.9４ 59 3，7２２，3２0 １.79
１00000 超 １２0000 以下 0 0 5 59６，000 0.６６ ２0 １，5２１，２２１ 0.73
１２0000 超 １50000 以下 0 0 ２ ２9２，000 0.3２ １7 １，7６9，４89 0.85
１50000 超 ２00000 以下 ４ 7６0，000 １２ ２，２75，000 ２.5２ 38 5，538，7４１ ２.６６
２00000 超 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00

合　　　　　計 860 12,152,500 7,275 90,346,043 100.00 24,635 208,255,083 100.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

3カ月以下 ６3 １，8２１，500 １8１ ４，２１１，２00 ４.６６ 58 １，535，900 0.7４
3 カ月超  ６ カ月以下 ４４ １，４４5，000 ２8６ ６，7４１，800 7.４６ １38 3，0６3，77１ １.４7
６ カ月超  １ カ年以下 38 7６６，４00 ２8４ 5，9６６，9４9 ６.６0 ２６６ 5，２9２，7２8 ２.5４
１ カ年超  ２ カ年以下 ２3 ４２６，６00 ２４7 ２，６73，４75 ２.9６ ４97 5，077，６0４ ２.４４
２ カ年超  3 カ年以下 ６２ 58６，２50 ４5１ ２，8２3，500 3.１3 １，0４7 ４，037，６59 １.9４
3 カ年超  ４ カ年以下 ２0 ２3２，700 １7６ １，385，750 １.53 ４６１ ２，8４3，5１8 １.37
４ カ年超  5 カ年以下 ４03 ２，４50，3６0 3，６9１ ２４，8１２，333 ２7.４６ １２，8６１ 53，79４，3１8 ２5.83
5 カ年超  7 カ年以下 １２3 １，79１，４90 １，１3６ １8，２88，６75 ２0.２４ 5，２４２ 50，893，１59 ２４.４４
7 カ年超 １0 カ年以下 78 ２，3４４，700 79４ ２２，5４5，9６１ ２４.9６ 3，807 75，６４9，４４9 3６.33

１0 カ年超 ６ ２87，500 ２9 89６，４00 0.99 ２58 ６，0６６，97６ ２.9１
合　　　　　計 860 12,152,500 7,275 90,346,043 100.00 24,635 208,255,083 100.00

区　　　分
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件数 金　額 件数 金　額 構成比 件数 金　額 構成比

運 転 資 金 77６ １１，3１3，４00 ６，４88 8４，６１8，39６ 93.６６ ２１，６5１ １90，58１，６73 9１.5１
設 備 資 金 ４9 ４9１，１00 ４53 ２，78６，757 3.08 １，9６7 １0，６２3，078 5.１0
運 転 設 備 資 金 35 3４8，000 33４ ２，9４0，890 3.２６ １，0１7 7，050，33１ 3.39

合　　　　　計 860 12,152,500 7,275 90,346,043 100.00 24,635 208,255,083 100.00
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保証状況市町制度保証状況

市町制度保証状況　（平成 26 年 3 月分） （単位：千円）

振　興　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

市

四 国 中 央 １２ ２8，800 １２１ 380，300 ４１１ 87２，339
新 居 浜 １5 ４8，700 １６0 5６5，６80 3６0 805，099
西     条 １9 7１，000 ２3６ 83４，900 7１１ １，６5２，8２４
今 　 　 治 ２3 75，２50 ２２8 78１，300 ６8２ １，４3２，588
松 　 　 山 １09 30２，750 8４４ ２，57４，700 ２，２２１ ４，４６7，750
東     温 3 3，800 3４ １05，６２0 １１１ ２４9，799
伊 　 　 予 0 0 9 ２8，500 ２２ ４9，9４６
大 　 　 洲 ６ ２3，000 ６7 ２２7，300 １7１ 3４４，58６
八 幡 浜 ４ １６，000 ４４ １55，500 １3４ ２77，２75
西 　 　 予 8 ２４，500 57 １79，６２0 １5２ ２79，１６5
宇 和 島 ２４ 85，700 ２3４ 787，350 8４0 １，779，４53
小　　計 223 679,500 2,034 6,620,770 5,815 12,210,822

町

久 万 高 原 0 0 １ ２，000 5 5，１37
内 　 　 子 0 0 ６ １６，２00 １3 ２9，0６６
伊 　 　 方 0 0 0 0 0 0
鬼 　 　 北 0 0 0 0 １ 393
松 　 　 野 0 0 ２ ４，500 ２ ４，038
愛 　 　 南 0 0 ４ １0，000 １２ ２0，09４
小　　計 0 0 13 32,700 33 58,728

合　　　　計 223 679,500 2,047 6,653,470 5,848 12,269,550

季　節　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ２ ４，000 7 １６，000 5 １２，000
今 治 0 0 １ ２，500 １ １，000
新 居 浜 0 0 0 0 0 0

合　　　　計 2 4,000 8 18,500 6 13,000 

振興資金（緊急）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

四 国 中 央 ４ ２7，000 １9 １４２，000 ４１ ２05，58１
新 居 浜 8 ４5，500 57 393，300 １80 ６88，097
今 治 １7 １２0，000 98 ６97，１00 353 １，59１，0４5
松 山 0 0 3 ２0，000 ４90 ２，２3２，373
八 幡 浜 ４ ２3，000 ２8 １78，000 １0１ ４１４，２77
西 予 １ １0，000 １２ 8１，000 5６ ２3１，４６7

合　　　　計 34 225,500 217 1,511,400 1,221 5,362,840

振興資金（経営安定化）
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 ２２ １１１，000 ２６9 １，２78，500 １，0６４ 3，２１8，１39
今 治 ４ １６，000 7４ 30６，２00 ２33 ６70，9６0

合　　　　計 26 127,000 343 1,584,700 1,297 3,889,099

設備近代化資金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

松 山 7 ２１，5２0 99 3１４，785 ４0４ 859，６3１
（う　ち　公　害） （      0） （             0） （      0） （             0） （      0） （             0）
今 治 3 １２，500 １0 3４，8１0 9 3１，339

合　　　　計 10 34,020 109 349,595 413 890,970

小　口　資　金
保　　　証　　　承　　　諾 保 証 債 務 残 高

当　　月　　中 当　　月　　末 当　　月　　末
件　数 金　　額 件　数 金　　額 件　数 金　　額

今 治 0 0 １ １，500 １ １，２50
合　　　　計 0 0 1 1,500 1 1,250
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　平成 ２６ 年 3 月末現在における各店舗別の信用保証状況を債務残高と保証承諾をベースに「ランキング
ベスト １0」に集計しました。
　今後とも県内中小企業金融の円滑化に、一層のご協力と信用保証の利用をお願いいたします。

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証債務残高

件　数 金　額（千円）

２  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 5４8 7，999，70４
１  ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 57１ 7，４６２，08１
3  3 伊 予 銀 行 本店営業部 309 ６，5１0，55６
４  ４ 伊 予 銀 行 今治支店 ４１3 ６，２４8，7１１
5  5 伊 予 銀 行 西条支店 ４88 ４，9２5，9４3
６  ６ 伊 予 銀 行 宇和島支店 378 ４，57４，8１5
7  7 伊 予 銀 行 八幡浜支店 ２80 3，２４9，859
8  8 伊 予 銀 行 本町支店 ２73 3，１80，8２0
9  9 伊 予 銀 行 川之江支店 ２２６ ２，６６8，39１
１0  １0 伊 予 銀 行 大洲支店 ２１7 ２，530，１１４

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（当月中）

件　数 金　額（千円）

3  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ４3 １，09６，700
２  ２ 伊 予 銀 行 今治支店 １8 ６0２，050
１5  3 愛 媛 銀 行 今治支店 １２ 505，900
４  ４ 伊 予 銀 行 新居浜支店 ２２ ４１４，６00
４9  5 愛 媛 銀 行 道後支店 9 3２４，500
7４  ６ 愛 媛 銀 行 末広町支店 １１ 3２3，000
38  7 伊 予 銀 行 道後支店 １0 3１１，000
１03  8 愛 媛 銀 行 大街道支店 １２ 30２，１50
8  9 愛 媛 銀 行 宇和島支店 １２ ２79，500
5  １0 伊 予 銀 行 西条支店 １9 ２６7，500

前
月
順
位

順
　
位

金 融 機 関 名
保証承諾（累計）

件　数 金　額（千円）

１  １ 愛 媛 銀 行 本店営業部 ２４5 ６，１3１，４00
２  ２ 伊 予 銀 行 新居浜支店 １６5 3，４２４，６00
3  3 伊 予 銀 行 今治支店 １４8 3，１7２，799
４  ４ 伊 予 銀 行 本店営業部 85 ２，709，２00
5  5 伊 予 銀 行 西条支店 １６２ ２，２１3，２00
６  ６ 伊 予 銀 行 宇和島支店 １１0 １，9４１，６00
7  7 愛 媛 銀 行 今治支店 8１ １，93６，700
8  8 広 島 銀 行 松山支店 93 １，４６3，700
9  9 伊 予 銀 行 大洲支店 7６ １，２６0，500
１0  １0 伊 予 銀 行 湊町支店 ６0 １，２5６，500

10

10

10

ベスト

ベスト

ベスト

（当月中）

（累計）

ランキングベスト 10　─ 3 月の信用保証ランキング ─
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保証状況金融機関店舗別保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

みずほ 松 山 3 ２0，000 ──── 3 ２0，000 3６.3６ 9 １07，６４６ 8１.90 0 0 0.00 
今 治 １ 33，000 ──── ４ １１3，000 １１8.95 １0 ２59，7１0 9２.3２ 0 0 0.00 
高 松 0 0 0.00 0 0 0.00 １ ６5，１50 ──── 0 0 0.00 

計 4 53,000 66.25 7 133,000 57.83 20 432,506 104.79 0 0 0.00 

りそな 天 六 0 0 ──── １ 50，000 ──── １ 50，000 ２４5.６４ 0 0 0.00 
計 0 0 ──── 1 50,000 ──── 1 50,000 245.64 0 0 0.00 

三井住友 新 居 浜 0 0 ──── 0 0 0.00 １9 ２２5，8４４ 78.６7 0 0 0.00 
松 山 0 0 ──── 0 0 ──── 3 ２２，5２3 ４9.7６ 0 0 0.00 
備 後 町 0 0 ──── 0 0 ──── １ ４，990 7１.35 0 0 0.00 
渋谷駅前 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２，85６ ──── 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 0 0 0.00 24 256,213 75.50 0 0 0.00 

三菱東京 高松中央 １ 30，000 ──── ２ ６0，000 １39.53 １２ １79，１88 80.95 0 0 0.00 
高 松 １ 30，000 ──── １ 30，000 ──── ２ ４5，0１４ １79.98 0 0 0.00 
大 阪 西 0 0 0.00 0 0 0.00 ２ 3２，33１ 78.5２ 0 0 0.00 
心 斎 橋 0 0 ──── 0 0 ──── １ 305 8.４0 0 0 0.00 
難 波 0 0 ──── 0 0 ──── 0 0 0.00 １ １６，37２ １09.3２ 

計 2 60,000 500.00 3 90,000 163.64 17 256,838 83.52 1 16,372 6.00 

伊予 本 店 5 ２４0，000 30.3４ 85 ２，709，２00 8２.7６ 309 ６，5１0，55６ 95.１7 １ １，937 0.03 
本 町 １１ ２7，500 3４.１６ 7４ １，１２６，900 １07.73 ２73 3，１80，8２0 97.55 ６ ２0，5２5 0.６3 
潮 見 ２ ２，300 8.85 33 ２39，800 ６0.3４ １03 830，330 9４.１7 １ ４，803 0.5６ 
松山駅前 8 9４，１00 １１２.0２ 5２ 77４，２00 １0６.99 ２07 １，６４0，６４２ 89.55 １ ２，６3１ 0.１5 
湊 町 ４ １１5，000 7１.４3 ６0 １，２5６，500 １２3.99 １9２ ２，１8４，5２0 97.30 ２ 37，7６7 １.7４ 
小 栗 １ ６，000 １9.05 ２２ ２６5，000 70.１４ 8４ 589，４４7 9２.79 １ 3，987 0.６5 
立 花 １ １，500 １１.5４ １４ 97，300 58.79 ６６ 338，7４0 89.93 0 0 0.00 
新 立 １ 3，000 ２7.２7 １7 １7１，１00 8１.４8 7２ ４４４，２１１ 85.3４ 0 0 0.00 
大 街 道 １ 5，000 １４.２9 ２9 33４，700 93.２６ １２２ １，035，１05 88.90 １ 3，４53 0.3２ 
一 万 ２ 8，000 8.１5 35 530，２00 １２0.１7 １１６ １，075，757 １0４.9６ 0 0 0.00 
道 後 １0 3１１，000 １２9.58 5６ 958，000 83.59 １78 １，9６２，２79 １03.99 １ 9，7２６ 0.5２ 
東 野 ２ 9，000 １80.00 １６ １0１，700 １50.６7 ４8 １97，79１ 7６.95 0 0 0.00 
三 津 浜 １0 １６5，000 8４.１8 59 9１６，300 99.90 ２２６ ２，１59，99４ 90.１１ １２ １６６，78１ 7.４２ 
水産市場 0 0 ──── 3 55，000 ──── 5 １１5，６05 １00.６7 0 0 0.00 
問 屋 町 ４ 58，000 37.0６ ４１ 535，300 8２.２3 １73 １，６3１，２37 97.35 １ ２，４77 0.１5 
中央市場 １ 3，000 ２.２６ 8 １39，６00 5４.3４ 30 ４0４，88１ １03.35 0 0 0.00 
空 港 通 9 85，000 30.97 ６7 ６8６，500 ４６.83 ２４8 ２，２8４，05２ 9２.70 7 7１，６30 ２.99 
余 戸 ６ １3，500 ２5.４7 38 ４30，１00 ６６.６8 １６5 １，3６６，６7４ 8２.４9 ４ １33，935 8.73 
味 生 0 0 0.00 １１ 55，000 ２２.２２ 70 375，２６４ 77.8２ 0 0 0.00 
石 井 ２ ４，500 33.33 ２7 ２６3，900 ６8.２3 １30 １，１６４，１４7 90.7６ ２ ２，１４４ 0.１8 

椿 3 ４１，000 9４.２5 38 3４２，１00 １６3.２9 １２４ 757，8４8 97.６２ 0 0 0.00 
久 米 3 １１，000 3１.４3 ４２ 35１，370 90.7２ １２5 833，8２４ 89.08 0 0 0.00 
福 音 寺 3 ２，500 １7.8６ ２7 １5６，１00 １00.６４ １05 8１5，5４5 8４.４7 ４ 55，758 ６.3４ 
小 野 １ 5，000 １5.６3 １２ １0２，000 ４9.39 77 38６，339 78.9６ 0 0 0.00 
堀 江 ２ 83，000 88.30 １４ ２5６，500 7２.05 7２ 577，9４４ 99.9４ 0 0 0.00 
和 気 ２ 75，000 750.00 ２0 ２0６，500 １3１.53 7２ ４78，8１5 88.95 5 １0，3１４ ２.0６ 
森 松 3 １9，000 3４.8６ ４0 ４４7，700 98.8１ １１６ 88４，６0１ １0１.9１ １ １3，６55 １.5６ 
中 島 0 0 ──── 7 １09，500 １２5.57 ２４ １7４，６5４ 9１.１7 0 0 0.00 
北 条 ２ １00，000 １１１.73 38 ６0６，700 １１8.２４ １9６ １，3２7，37４ 9４.0１ 3 3，６3６ 0.２7 
横 河 原 １ 3，000 3.73 １9 １６１，500 83.６8 7６ ６9４，６5１ 90.7１ 0 0 0.00 
川 内 １ １0，000 ４２.55 ２9 5２１，４00 ２0１.3１ 70 7６8，383 １09.88 0 0 0.00 
砥 部 3 ２8，000 77.78 ２２ １7２，700 １２２.05 １２１ 578，６93 89.95 １ １，083 0.１8 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 松 前 8 87，000 ６２.37 3６ 505，000 ６２.95 １６0 １，99１，3６６ 9４.5６ ２ 7，98６ 0.39 
郡 中 5 ２9，500 １7.１5 ４１ ６78，800 9６.5６ １59 １，5６６，２４１ １0２.４3 １ １5，509 １.0２ 
上 灘 0 0 0.00 ６ ２5，500 7６.１２ １7 88，４9６ 99.7１ 0 0 0.00 
中 山 0 0 0.00 7 9４，500 3４６.１5 ２5 １50，２79 １08.03 0 0 0.00 
久 万 3 88，000 37４.４7 １４ ２６9，000 １07.１7 5６ 58４，970 97.６9 0 0 0.00 
小 田 １ 7，500 ──── 3 １5，500 １03.33 ２６ ２07，37４ 79.05 ２ ２5，0６8 １0.83 
今 治 １8 ６0２，050 ６8.07 １４8 3，１7２，799 9２.05 ４１3 ６，２４8，7１１ １00.80 １１ １30，083 ２.１0 
中 浜 ２ １0，000 8.33 59 １，0２１，６00 １２４.６６ １8４ １，933，059 １0１.１２ 7 ４7，４79 ２.４１ 
日 吉 ４ 9１，000 ４9.8６ 38 5６１，800 7４.88 ２２６ ２，0４5，3２3 89.57 １２ 87，２６0 3.9２ 
今 治 南 5 ４１，000 79.６１ ２0 ２35，300 １１8.8４ 9１ ６６8，8２7 １08.１8 0 0 0.00 
波 止 浜 3 3２，000 9６.97 3２ 55１，６50 35２.４9 １１６ １，0１8，２６１ 95.8２ 0 0 0.00 
鳥 生 7 7４，000 98.5４ ４６ 5４5，000 １２１.６5 １２3 １，１0１，7２６ 98.05 0 0 0.00 
桜 井 ２ １６，000 3２0.00 ２２ ２１9，000 １２２.１１ １0１ 580，70２ 8６.４8 3 １3，99６ ２.２４ 
菊 間 0 0 0.00 １7 ２１４，000 １05.9４ ６5 530，６37 97.9１ 0 0 0.00 
大 島 5 9６，000 ４80.00 3１ ４3４，１9１ 85.09 95 １，0４0，２8４ 9６.４0 ２ ２，１89 0.２0 
伯 方 0 0 ──── 9 １9４，000 １87.４４ ６0 595，２２４ 83.83 ２ ２3，09１ 3.６２ 
宮 浦 0 0 ──── ６ 50，500 ４3.7２ ４１ 3２0，507 80.7６ 0 0 0.00 
新 居 浜 ２２ ４１４，６00 １２0.87 １６5 3，４２４，６00 １37.99 57１ 7，４６２，08１ 97.55 5 １8，0４8 0.２４ 
角 野 ２ ６，000 5.80 50 5４5，300 85.６0 １7１ １，795，3１６ １0４.87 3 9，757 0.5４ 
新居浜東 ２ 7，500 １7.２3 3２ 330，300 １30.４４ １１3 80４，２２5 99.80 １ 3，8６１ 0.４8 
中 萩 ２ 7，000 １8.１8 30 ４２5，900 7４.50 １37 １，１5６，9１0 95.8２ 0 0 0.00 
土 居 0 0 0.00 １0 77，850 ２0.9６ １２3 7６3，88６ 83.６8 ２ ２5，６7１ 3.１２ 
三 島 １ 7，500 ２0.38 3６ ６0１，４00 8２.37 ２3６ ２，507，４7４ 83.08 ２ ６，5２5 0.２４ 
川 之 江 １１ 9１，000 ６5.４7 ６２ １，05１，500 １3４.55 ２２６ ２，６６8，39１ １１１.37 0 0 0.00 
西 条 １9 ２６7，500 １57.１7 １６２ ２，２１3，２00 １４１.85 ４88 ４，9２5，9４3 １05.0４ ４ ４0，3１２ 0.8４ 
三 芳 １ 8，000 7２.73 １9 ２05，500 ６9.４7 9６ 9４8，035 79.４7 8 １39，１89 １２.7６ 
壬 生 川 5 ２5，６00 １3４.7４ ２9 3２１，６00 95.0１ １４１ １，２１7，593 9１.１４ 3 39，787 3.１9 
丹 原 0 0 ──── 8 １２１，000 １5６.１3 ４４ ２37，08６ １03.４5 １ 3，339 １.２２ 
小 松 ２ ２４，000 8２.7６ ２0 １53，000 5６.６7 8１ 7６7，６１8 85.07 0 0 0.00 
八 幡 浜 7 ２07，000 １9１.６7 55 １，２33，500 95.６２ ２80 3，２４9，859 88.４8 7 １１４，１87 3.3２ 
大洲本町 １ ４，000 5.7１ １3 58，２00 5１.78 57 379，3１3 8６.97 0 0 0.00 
大 洲 5 3２，000 ６６.39 7６ １，２６0，500 １90.55 ２１7 ２，530，１１４ 99.６0 ２ 8，585 0.3２ 
長 浜 0 0 ──── １7 ４37，000 ６６.8２ 7２ １，２２5，83４ 98.６１ 0 0 0.00 
五 十 崎 １ ２0，000 ４7.６２ １0 ２２１，000 １83.8６ 5４ 5２２，１8４ １0２.６６ 0 0 0.00 
内 子 0 0 0.00 9 ２１２，６00 3４２.90 53 597，４１8 89.8１ 0 0 0.00 
川 之 石 １ 55，000 3２3.53 7 １１１，000 １１１.33 38 330，98１ 9４.２２ １ 7，3２5 ２.１２ 
伊 方 0 0 ──── 7 5２，500 8４.４６ ２9 １03，5２5 5６.78 0 0 0.00 
三 机 0 0 ──── １ 5，000 ──── ４ 8，６50 8６.４5 0 0 0.00 
三 崎 0 0 0.00 0 0 0.00 ２0 １5２，４9２ 80.3２ 0 0 0.00 
三 瓶 １ １0，000 １６６.６7 8 １１１，000 ６６.４7 ４9 3４3，3２１ 83.４0 １ 3，２４４ 0.90 
宇 和 島 9 １50，000 9４.3４ １１0 １，9４１，６00 １４６.６４ 378 ４，57４，8１5 １0４.79 9 ６0，0４１ １.3２ 
卯 之 町 3 5，500 ──── １9 １70，900 ６8.8６ １１3 77１，9６２ 8２.４5 ２ ４，６６5 0.55 
野 村 3 ６9，000 １４0.8２ ２5 ２２２，500 ６8.４8 ６3 5１２，598 １0１.６６ ２ ２，5６４ 0.5１ 
高 山 １ ２，500 １１3.６４ ６ １03，300 １88.85 １7 １６5，380 95.7１ １ １，8４４ １.１２ 
吉 田 １ ２，000 ──── 8 87，000 39.87 5２ 3６２，739 77.６１ 0 0 0.00 
近 永 0 0 0.00 9 １６２，300 １２7.80 55 5６5，8４3 95.5６ 0 0 0.00 
松 丸 0 0 ──── 3 5，２00 １４8.57 ２3 １0４，8１６ 78.7６ ２ ６，２６7 5.４0 
岩 松 １ 3，500 ２3.33 8 35，500 8１.80 5６ ２１7，7１9 7２.６7 0 0 0.00 
愛 南 １ ２，000 １7.39 ２7 30２，980 １03.3６ 79 759，85４ 9６.39 １ １４，１２４ １.85 
高 岡 0 0 ──── 0 0 ──── ４ １，１88 ６3.87 0 0 0.00 
富 田 ４ ２5，000 １8.05 ２5 １１６，２00 30.２9 7２ ４６６，973 97.53 0 0 0.00 
古 川 ２ １６，000 9６.97 3２ ２１２，300 9６.3２ １3１ 57２，00６ 87.0４ 0 0 0.00 
牛 渕 ４ ２0，800 ２3１.１１ １0 ４６，300 ４7.5６ 5６ ２６４，05４ 9１.２２ １ 5，２78 １.9６ 
原 町 １ １0，000 ２5.６４ 5 ６0，000 3２.09 ４5 3４8，0４６ 89.77 0 0 0.00 
日 高 0 0 ──── １ 50，000 ４１６.６7 7 ６5，４４２ ２１１.１２ 0 0 0.00 
丸 亀 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２8，3４２ 73.93 0 0 0.00 
三 津 東 0 0 ──── 0 0 ──── 7 １１，9６3 7４.7４ 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

伊予 桑 原 １ 5，000 ──── ２0 ２４0，80６ １50.１3 50 379，６２１ 98.98 0 0 0.00 
観 音 寺 0 0 ──── 0 0 0.00 １ 3２，8６5 87.４0 0 0 0.00 
岡 山 南 0 0 ──── 0 0 ──── １ １１，779 90.４６ 0 0 0.00 
大 西 0 0 0.00 １６ ２４3，000 １１１.２１ 57 3６６，7１5 89.79 １ １5，858 ４.２7 

計 281 4,200,950 65.53 2,740 41,041,846 99.45 10,521 103,725,674 95.30 155 1,429,371 1.34 

四国 松 山 0 0 0.00 １４ ２６9，２00 8２.６3 ４６ 578，６95 8１.75 0 0 0.00 
松山本町 0 0 ──── 3 5２，000 ２４２.99 ２3 １8４，６95 ６8.3４ 0 0 0.00 
松 山 南 ２ 7，500 １0.２7 １0 75，300 58.83 ４0 ２４7，１8４ 7２.６7 ２ １１，705 ４.08 
今 治 0 0 ──── １0 8４，500 １9.１8 ６0 9２１，２8１ 8６.４9 １ １，１0４ 0.１１ 
八 幡 浜 0 0 ──── ６ 75，000 ６7.２６ 3４ 309，700 8１.２0 0 0 0.00 
宇 和 島 5 ２１６，500 ４，330.00 １9 ４１5，500 335.08 55 58１，６7１ １05.１２ 0 0 0.00 
御 荘 0 0 ──── ２ ４，４00 ──── 7 １3，２9４ 39.６６ 0 0 0.00 
松 山 西 0 0 ──── 9 １１２，000 １57.６１ 35 ２98，73２ 88.9４ １ ６，8２5 ２.１0 
四国中央 0 0 ──── 3 ２3，000 7６.６7 5 57，585 7１.53 0 0 0.00 

計 7 224,000 240.86 76 1,110,900 88.70 305 3,192,836 84.74 4 19,634 0.57 

百十四 松 山 １１ 80，000 １６0.00 ４0 ４90，000 95.03 87 89４，２４６ １１0.６8 １ 8，４１5 １.00 
新 居 浜 0 0 0.00 １5 １83，700 ６3.１3 ６２ 895，9１3 9２.６3 １ ２7，37４ ２.85 
三 島 １ 7，000 3.09 １１ １09，000 １5.４9 5６ 5２3，４0４ 5１.9１ １ ６0，885 8.６5 
今 治 １ 7，500 300.00 １7 393，700 83.50 7２ 883，980 79.9６ ２ 5１，２２４ 5.39 
西 条 3 9，500 １１.38 ２６ １４６，６00 ４9.２3 １１１ ６5２，9２６ 98.１４ ２ 7，６99 １.１６ 
坂出東部 0 0 ──── 0 0 ──── １ 9，3１２ ６9.9１ 0 0 0.00 

計 16 104,000 28.11 109 1,323,000 58.03 389 3,859,781 84.50 7 155,598 3.77 

阿波 松 山 0 0 ──── １5 １95，705 5１5.0１ 70 ６２６，４07 90.85 0 0 0.00 
池 田 0 0 ──── 0 0 ──── １ １9，89２ 8２.１２ 0 0 0.00 
藍 住 0 0 ──── １ 5，000 ──── ２ ４3，0６0 98.5４ 0 0 0.00 
鳴 門 0 0 ──── １ ２5，000 ２0.83 １ ２3，33６ 38.89 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 17 225,705 142.85 74 712,695 87.19 0 0 0.00 

広島 松 山 5 ６２，000 88.57 93 １，４６3，700 １0４.7４ １４9 １，9４２，0６２ 98.70 0 0 0.00 
今 治 ２ １0，000 ２４.６9 78 １，0６3，４00 80.85 １６１ ２，２４3，5６６ １05.35 3 １5，08６ 0.６9 
伊予西条 5 30，000 ４２8.57 5４ ６４６，500 １２9.30 １４0 １，１１5，１5６ １0１.４４ １ ２9，993 ２.６3 
新 居 浜 3 ６１，000 ４，0６６.６7 3６ 5６２，900 １１0.05 8６ １，１5６，１４9 １08.03 １ 5，４１２ 0.４9 
三 島 5 83，500 １２１.90 ４8 ４5６，000 １08.２６ 97 9４9，370 １05.６２ １ 5，６83 0.６3 
川 之 江 3 87，000 １４0.3２ １４ １４４，000 33.89 5４ ６7４，3６9 １0４.9４ ２ 5，07６ 0.78 
因 島 0 0 ──── ２ 88，000 30.88 5 307，４77 97.６5 0 0 0.00 
木 江 0 0 ──── １ ２5，000 7１.４3 ２ 3２，8４２ 9４.２8 0 0 0.00 
岩 国 0 0 ──── 0 0 ──── 3 １85，73６ 9４.２１ 0 0 0.00 

計 23 333,500 133.67 326 4,449,500 90.99 697 8,606,726 103.01 8 61,250 0.73 

中国 川 之 江 0 0 0.00 １0 １６8，700 ６3.１8 59 8２６，03２ 77.４２ ４ 57，5１0 ６.４0 
丸 亀 0 0 ──── １ 30，000 75.00 ２ 5４，６６0 １57.６9 0 0 0.00 

計 0 0 0.00 11 198,700 64.72 61 880,692 79.94 4 57,510 6.13 

山口 松 山 ２ １４，000 93.33 １3 １４5，000 97.3２ 50 939，9２3 90.07 0 0 0.00 
今 治 0 0 ──── １ 5，000 3.07 １0 １99，１00 ６６.0２ １ １４，7６7 ６.１8 
尾 道 0 0 ──── 0 0 ──── １ ２，0６0 ６7.１４ 0 0 0.00 

計 2 14,000 93.33 14 150,000 48.08 61 1,141,083 84.64 1 14,767 1.20 

西日本 若 松 0 0 ──── 0 0 ──── １ １６，0２8 ６9.１5 0 0 0.00 
広 島 0 0 ──── 0 0 ──── ２ 9，４30 ──── 0 0 0.00 

計 0 0 ──── 0 0 0.00 3 25,458 67.06 0 0 0.00 

愛媛 本 店 ４3 １，09６，700 ６0.9６ ２４5 ６，１3１，４00 93.35 5４8 7，999，70４ 90.5１ ２ ４，６１４ 0.0６ 
中央市場 ２ ２0，000 ──── ４ ４5，000 ２，２50.00 5 33，１２8 １9４.0１ 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 水産市場 0 0 ──── 5 ６0，000 ６00.00 9 7６，380 １２7.６６ 0 0 0.00 
末 広 町 １１ 3２3，000 １４１.98 70 １，087，４２0 ２5４.１9 １６5 １，１8１，789 9２.６8 ２ ２，２６0 0.１8 
大 街 道 １２ 30２，１50 １53.0６ ６１ ６98，４50 １57.95 １7６ １，２3１，４8１ 93.9１ ４ 8，050 0.６7 
道 後 9 3２４，500 95.08 38 78１，300 １１9.78 １１8 １，４9６，１６8 １１１.80 0 0 0.00 
本 町 １0 １99，500 8１0.98 ４5 ６４7，４00 １79.0４ １２６ 933，8６４ １0１.99 １ １，４２3 0.１６ 
三 津 浜 １１ １４3，500 98.２9 ６5 750，300 １70.79 １６3 １，33６，8１3 １05.3１ 9 １１２，１２６ 8.85 
立 花 ２ １7，500 97.２２ 3２ ２６7，500 １03.93 9４ 599，１7４ １２5.03 １ １，89２ 0.37 
久 米 9 １１5，500 １58.２２ 35 5６5，000 80.5２ 87 903，839 １00.5６ 0 0 0.00 
余 戸 １２ １２7，000 １80.１４ 38 339，６00 １６４.0６ １２６ １，00１，１3６ 98.２5 ２ ６79 0.07 
鴨 川 １0 7１，500 ６２.４5 ６0 ６38，000 １２４.77 １４7 １，２5２，385 97.１5 ６ 70，5６7 5.87 
中 央 通 7 １0１，000 8４.１7 33 ４１9，４50 93.59 9６ 7２６，5６8 95.75 8 ６１，２６7 8.33 
古 川 7 7６，000 １80.95 5２ 5１9，590 ２05.37 １5１ 787，１４5 １0６.8２ 3 8，7２9 １.１６ 
桑 原 ４ 73，000 5２１.４3 ２６ ２４0，500 ２8６.3１ 9１ ４0６，09２ １03.80 0 0 0.00 
森 松 １２ １5１，２00 8６.１5 77 9４7，700 １２3.２４ １85 １，7１0，750 １0２.93 5 ４0，0２0 ２.４8 
空 港 通 ６ 53，000 8６.89 ４3 3２４，700 １3６.77 １0２ 5６４，805 97.0６ 0 0 0.00 
石 井 8 9４，２00 １１7.75 ６9 783，800 １２0.73 １75 １，２70，１7６ 9２.１3 ４ １5，４80 １.１６ 
雄 郡 １7 １7４，700 ２05.53 37 3１3，800 １30.２１ 7４ ６0４，8６２ １１3.7６ 5 37，700 ６.６６ 
重 信 7 8６，500 ６9２.00 ４3 3２7，800 １59.5１ 83 ４99，5６１ １0４.7２ １ 8６２ 0.１9 
郡 中 8 97，６00 ６97.１４ ４0 ６90，000 １４3.08 8６ 898，959 １0４.６9 １ １0，808 １.２２ 
久 万 ２ １3，000 １73.33 １２ 8４，000 １8６.６7 33 １8２，7６5 78.8２ 0 0 0.00 
北 条 8 １２６，500 ６４8.7２ 38 ２90，４４5 １39.97 １07 ６73，5１１ １08.２3 0 0 0.00 
川 之 江 5 ４１，500 ４６.１１ 37 3１7，２00 ６8.00 97 77２，６3６ １09.85 0 0 0.00 
三 島 １１ ２9，000 ４7.5４ ４0 395，800 １59.9２ 8６ 8２６，00６ 85.２２ １ ２６，9６２ 3.08 
新 居 浜 ４ 7１，700 ６0.5１ 5２ ６9１，２00 88.05 １90 ２，２7１，00６ 9１.79 ２ １１，905 0.50 
新居浜東 5 ４9，500 57.5６ 3１ ２5６，800 9１.４5 7６ 5４3，357 １２0.６3 0 0 0.00 
泉 川 3 ４，500 １２8.57 ２４ １83，800 87.03 73 389，６7２ 79.83 ２ 3１，375 ６.６7 
西 条 ２ １２，000 3.3２ ４１ ４１１，６00 5２.90 １8６ １，5２9，４08 87.50 １ 3，４70 0.２２ 
氷 見 ２ ２４，000 ２４0.00 １４ 70，500 １58.４3 ４5 １６１，２77 93.73 0 0 0.00 
壬 生 川 ２ ４，500 58.0６ ２１ １58，500 95.9２ 78 5２7，１２１ 93.１２ 3 50，798 9.１１ 
丹 原 ２ １3，000 １9.１２ １5 １１8，000 ６8.４9 ６0 35２，5４3 99.95 １ 8，575 ２.４0 
今 治 １２ 505，900 85.77 8１ １，93６，700 １６3.１9 ２0２ ２，４４２，9１3 １１２.95 ２ １４，６8６ 0.６8 
旭 町 １7 ２33，000 １１9.１8 55 ６55，300 １２9.１２ １２１ 97２，６9１ １２8.8６ １ ４，9６9 0.６0 
波 止 浜 3 １08，000 １8６.２１ ２7 ６79，１00 ２3４.09 ６9 9２２，998 １33.9１ 0 0 0.00 
伯 方 ４ １２，000 ２２.６４ 3１ 3２４，950 １２5.95 7４ ６１１，55４ １0６.8４ ４ １9，508 3.3２ 
弓 削 3 ２４，500 ──── １5 １１3，000 ２４0.４3 33 ２37，57６ １0６.8６ 0 0 0.00 
菊 間 ２ 9，000 90.00 5 ４8，000 １２４.６8 １5 ６5，57２ １95.４２ 0 0 0.00 
吉 海 0 0 0.00 １5 73，000 １４１.89 38 ２２0，9６６ 9４.35 0 0 0.00 
長 浜 ２ 35，000 ６４.8１ １２ 8６，000 １09.55 ４２ ２２9，08６ 98.89 0 0 0.00 
内 子 １ ２，000 １.5６ １5 ２5２，２00 98.7１ 7１ ６9６，3４６ 9１.3４ 0 0 0.00 
大 洲 3 ４7，000 9６.7１ 3４ ４38，300 １４8.２２ １１8 9２9，8２9 １0４.77 １ 9，9６２ １.07 
八 幡 浜 9 １33，000 95.４8 59 800，800 １４3.3６ １30 １，１２7，１２１ １09.２8 5 53，４６3 5.08 
三 瓶 ２ ４0，000 7６.9２ １9 ２４６，500 １3２.88 3６ 3６４，１４3 99.２６ 3 55，38４ １６.38 
川 之 石 １ 7，000 ２3.33 １４ １39，000 １２8.70 35 ２0１，5２9 88.２６ 0 0 0.00 
野 村 １ １0，000 １６.６7 9 ４8，500 ４１.8１ 35 １9６，１97 89.６0 １ ４35 0.１9 
卯 之 町 3 7，500 ４.97 １8 １09，２２0 30.38 83 ６６１，70１ 8４.0１ １ １１，590 １.６６ 
宇 和 島 １２ ２79，500 8４.70 5１ １，１６5，857 98.9２ １87 ２，03１，１６8 98.６0 3 3，２４8 0.１６ 
近 永 ４ 53，000 ２１２.00 ２２ ２5４，000 １２3.30 ６7 509，１４６ 93.２６ 0 0 0.00 
吉 田 ４ 5１，000 ４１8.03 １６ 88，300 3１8.77 ４7 １9２，05４ １00.00 １ ４，970 ２.5６ 
岩 松 ２ ２7，４90 ４58.１7 １１ 50，990 ２39.39 38 １30，６7２ １0２.１６ ２ ２，２４６ １.89 
城 辺 １ 8，000 ４１.03 １9 １４7，8６0 １２8.57 ４６ 308，６35 95.85 0 0 0.00 
宇和島南 １ １４，300 ──── １６ １35，１00 5６.２9 7１ 3１４，１１3 ６9.99 ２ 3６，４２１ １0.１１ 
見 奈 良 ４ １08，000 87.４5 ２0 ２１0，１00 ６６.3２ 75 ４83，9６１ 99.0６ 0 0 0.00 
今 治 東 ４ ２9，500 ６55.5６ ２5 １5１，500 １0１.95 5６ 30２，１0１ 75.６１ 3 ２２，２37 5.73 
湯 築 ２ １，500 １１.5４ 9 ４６，500 １3２.8６ ２3 77，758 １0６.１5 0 0 0.00 
松山駅前 7 5１，000 １30.77 30 １２8，６00 １６7.89 ６0 ２75，8１3 93.90 ２ ４，２79 １.59 
味 生 5 １3，１50 １5４.7１ ２２ 8２，750 １４8.5６ 5１ １６２，６3２ １09.73 0 0 0.00 
松 末 5 １7，300 １08.１3 ２６ １75，１00 ２４２.8６ ６６ 378，59２ １0２.６5 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 3 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛 中 萩 ２ ２，000 ──── ２5 １39，880 88.２5 ６8 ２78，１33 ６7.２9 ４ 7２，２６9 １9.２0 
日 高 3 ２5，500 ６４.5６ 33 ２7１，300 ２07.89 88 ４5１，１9１ 99.8１ １ 9，４４8 １.99 
三津浜東 １ 5，000 ──── １0 5６，000 390.２４ １7 ６3，75１ ２６8.４3 0 0 0.00 
金 生 ６ ６２，２00 ６２２.00 １8 １２１，２00 83.07 ４４ ２8２，9２5 8２.１６ 3 95，１59 35.２9 
中 之 庄 １ １5，000 １3６.3６ １２ １１１，500 7１.４7 ４3 ２４0，１07 9６.４9 0 0 0.00 
飯 岡 ４ 53，500 93.0４ １3 8４，500 １２7.07 39 １30，55１ 98.5６ 0 0 0.00 
川 内 ４ ４5，000 90.00 3１ ２１１，7２0 １４3.73 ６４ 339，098 １0４.１9 0 0 0.00 
桜 井 ６ １38，000 305.3１ 30 355，330 １２7.６8 55 ４3６，538 １１４.６3 3 ２，４08 0.６8 
松 前 5 ４１，000 ４55.5６ 33 ２78，800 １４４.08 77 ６00，7４3 １１６.４１ １ １，１１２ 0.２１ 
姫 原 0 0 0.00 8 １４，６00 ４２9.４１ １２ １４，１00 ４４４.09 0 0 0.00 
土 居 0 0 0.00 １２ １05，000 53.４４ 5４ ４６5，１05 9２.30 １ 9，２６8 １.9１ 
砥 部 3 ２１，500 １38.7１ ２４ ２5２，300 １7４.00 5１ ４90，3６7 １07.8４ ２ １0，80１ ２.3２ 
来 住 5 3１，000 30.６3 ２６ ２55，300 １90.２４ ６9 508，６0４ １２４.73 １ 3，337 0.70 

計 407 6,304,590 89.66 2,394 30,401,212 117.13 6,408 53,092,160 98.80 111 956,762 1.84 

高知 松 山 3 8，000 ──── 8 １0６，800 ２5４.２9 ４5 338，１２２ 9１.６１ 0 0 0.00 
今 治 １ １0，000 ──── １0 １４１，000 88.90 ６１ ４39，7１9 8６.95 0 0 0.00 
新 居 浜 0 0 ──── １４ 98，000 88.85 ６１ ４95，６70 8２.１9 １ 39，１４8 ６.88 
八 幡 浜 0 0 0.00 7 ２7，500 ４9.１１ ２7 １４9，１03 9２.６0 0 0 0.00 
宇 和 島 0 0 0.00 ４ １４，500 １６.６7 ４9 １5２，４２４ 75.83 0 0 0.00 
城 辺 0 0 ──── 9 ２8，１50 ４６.9４ ２６ １４3，5４9 98.２5 0 0 0.00 

計 4 18,000 90.00 52 415,950 80.94 269 1,718,587 86.53 1 39,148 2.08 

徳島 松 山 ２ ４２，000 ２80.00 １２ １3６，500 ６２.90 ２9 339，50４ １0６.7２ 0 0 0.00 
今 治 １ ２，000 0.78 30 ４６６，500 ６１.６１ １１3 833，４２４ 8２.２６ 3 １5，3２0 １.６5 

計 3 44,000 16.18 42 603,000 61.90 142 1,172,928 88.11 3 15,320 1.22 

香川 松 山 ２ ６，000 １２.50 １６ １２４，500 ２7.４２ １１3 １，0２６，１3４ 77.１9 0 0 0.00 
松 山 西 3 50，000 833.33 ２６ ４05，１50 １２5.55 89 788，090 9２.２9 3 ６４，４２5 7.90 
今 治 ４ １２６，000 １４8.２４ ２8 397，000 ６5.２3 １3１ １，588，5６9 8６.６7 ４ ４２，６２２ ２.59 
西 条 5 9４，000 ４４7.６２ １7 ２１0，300 75.78 89 ６97，707 77.53 0 0 0.00 
新 居 浜 3 ６8，000 ２，２６６.６7 ２４ ４６４，000 １１２.６5 １１２ １，307，900 85.09 ６ 9１，9２7 ６.２7 
三 島 １ ２3，000 ２87.50 １４ １8４，500 １１４.２４ ６２ ４４４，8１２ 8６.２0 5 30，5４8 ６.４６ 
川 之 江 ２ 35，000 55.5６ １5 ２６６，500 ４3.33 １0４ １，3６7，009 8６.75 １ 9，0６8 0.６４ 
大 洲 ２ １0，000 ──── １0 73，500 89.６3 ４１ １8６，６7６ 8６.98 0 0 0.00 
八 幡 浜 0 0 0.00 １0 58，000 39.8６ ４６ ２08，5６0 8１.5４ 0 0 0.00 
宇 和 島 １ 5，000 ２６.3２ １7 １5１，500 73.09 ６3 3６0，7２8 85.7２ ２ 3，４35 0.87 
岩 松 0 0 0.00 ６ ２8，000 3６.3６ ２7 １６3，２09 9２.95 １ 388 0.２3 

計 23 417,000 158.56 183 2,362,950 70.26 877 8,139,395 84.68 22 242,413 2.75 

もみじ 因島田熊 0 0 ──── １ ４00 ──── １ 3４5 ──── 0 0 0.00 
計 0 0 ──── 1 400 ──── 1 345 ──── 0 0 0.00 

愛媛信用 本 店 ２ ４，500 １１.3１ 38 ２38，６00 5１.79 １78 775，２8２ 87.03 7 ６0，１53 7.２４ 
城 東 0 0 0.00 １１ ４0，000 7４.６3 ６0 ２４3，38４ 85.１２ ２ ２，8２3 １.08 
松山本町 １ 5，000 １６６.６7 ２２ 89，１00 58.5６ 8４ 3１６，5４１ 87.２8 0 0 0.00 
道 後 0 0 0.00 １8 7１，550 １２１.93 ６7 ２79，４07 90.４7 ４ 9，39６ 3.１６ 
土 橋 0 0 ──── 8 5６，000 ６１.６１ 53 １8６，0１3 9１.75 0 0 0.00 
東環束本 １ 9，000 ──── １8 ６5，１00 33.5６ １07 ４70，708 8４.６１ １ 837 0.１６ 
久 米 １ １，000 ──── ２６ ２６5，800 １55.35 ６8 ４7２，１35 １２8.４5 ４ 7，995 １.87 
潮 見 0 0 ──── １４ １5１，750 １0６.６４ ６６ 3１６，６２１ １0１.8６ 7 ２7，２２１ 8.２7 
余 戸 0 0 ──── ６ 73，000 87.95 3２ ２08，４05 90.６5 ２ 7，379 3.４４ 
湊 町 0 0 ──── １ ２，000 ２00.00 ２ ２，６２8 ２7６.05 0 0 0.00 
中 央 通 ２ 9，500 ──── １４ ４9，900 7２.53 38 １２１，６２６ 98.４４ 0 0 0.00 
石 井 ６ ２8，970 １６5.5４ 30 ２37，770 ６5.２5 １１9 79２，６６0 90.0４ 5 ２3，089 ２.79 
平 井 3 3１，000 3１0.00 30 １６9，500 １5２.0２ ４４ ２00，03４ １3２.１9 0 0 0.00 
斉 院 0 0 ──── １3 35，900 77.２0 53 １03，0４7 83.１7 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 3 月分 （単位：千円）
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店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

愛媛信用 土 居 田 3 ６，500 ──── ２0 ６7，500 80.7４ 57 １99，7６１ 89.83 １ ２４8 0.１２ 
立 花 ２ 3，１90 ４90.77 １２ 8４，9４0 80.93 38 ２09，６80 98.57 0 0 0.00 
砥 部 ２ ２，６00 ２６.00 ２２ １07，１00 ６２.93 87 3１0，389 9１.05 0 0 0.00 
横 河 原 １ 5，000 ２50.00 8 ２６，１00 7１.１２ 33 １２２，8２8 9１.１8 ４ ４，808 3.85 
久 万 １ 3，000 １00.00 8 ２9，000 37.１8 ２６ １４8，６08 8２.６5 0 0 0.00 
今 治 0 0 0.00 ４3 33１，900 70.53 １7４ 978，398 89.４２ 3 ４5，795 ４.４9 
本 町 ２ ６，000 １２0.00 １0 87，２00 １２5.４7 37 １73，078 9６.４４ 0 0 0.00 
常 盤 町 0 0 0.00 １9 90，050 ６４.６0 １03 ２57，１3４ ６６.5１ 5 ４４，６9６ １４.４１ 
鳥 生 0 0 0.00 １１ １39，４00 7６.30 55 ２６5，１98 １１２.83 １ 3，２75 １.37 
波 止 浜 3 5，000 ２00.00 ２２ ２5４，000 7２.93 70 77６，４97 93.98 0 0 0.00 
喜 田 村 ２ ２5，000 ２08.33 ２3 9４，２00 ４４.83 １２0 335，9６3 8２.79 3 １0，37６ ２.88 
壬 生 川 0 0 ──── ２8 １４3，500 8２.38 １0４ ４２２，33１ 88.05 ４ ２9，593 ６.４8 
丹 原 １ ４，000 ２00.00 １２ 7４，６00 ２0１.６２ 39 １53，3４8 １0１.7２ 3 5，378 3.53 
菊 間 ２ 8，000 ２６６.６7 3 9，500 ４9.２２ ２0 38，６70 7１.１0 0 0 0.00 
大 西 0 0 ──── 5 55，000 3２.２0 57 ２77，853 80.２7 ２ ２６，0１２ 8.05 
八 幡 浜 １ １，000 7.６9 ２5 3２４，000 １79.50 73 ４07，１38 １0１.0２ ２ ２，２２7 0.5４ 
江 戸 岡 0 0 ──── １0 58，000 ２２7.４5 ２２ 8１，758 １１3.１8 0 0 0.00 
大 洲 0 0 0.00 ６ 9４，500 ４9.7４ ４６ ２9２，7１２ 89.3２ 3 35，１４１ １２.４7 
野 村 0 0 0.00 5 ２8，000 ４5.0２ ４１ １3２，６87 8２.２１ 0 0 0.00 
宮 西 0 0 ──── ４ ２６，４00 ２４0.00 ２9 80，7１１ 8４.２7 １ 8，3４６ 9.37 
今治立花 １ 5，000 １5６.２5 ２0 83，500 8４.00 70 １9１，79２ 9１.６7 0 0 0.00 
朝 生 田 0 0 0.00 ２１ １１２，000 97.６5 53 ２１４，４9４ １03.8６ １ ２，57１ １.１9 
川 内 １ １，000 ──── １１ 5１，000 3４.8１ 3４ ２１６，58２ 9６.08 0 0 0.00 
とべ中央 ２ ２，500 ２9４.１２ ２２ １03，350 １07.38 7６ ２35，778 １05.7４ 0 0 0.00 
垣 生 １ ４，000 ──── １9 77，330 ６3.77 ６7 3１４，8２7 95.3２ 0 0 0.00 
雄 郡 １ １，500 ２5.00 １8 8４，１00 １４１.3４ 38 １６3，４６8 １１２.４7 １ １，87４ １.１9 
和 泉 １ 5，000 １08.70 ２１ １１9，500 75.5４ 77 ２9１，90６ 9６.5２ 0 0 0.00 
港 南 １ 30，000 ──── 9 ６7，500 １3２.６１ 38 １57，２00 93.3４ １ ２，309 １.４１ 
郡 中 0 0 ──── １0 ２６，１00 70.73 ４9 １２0，7６9 88.57 0 0 0.00 
松 前 0 0 0.00 １0 39，１80 ６0.２8 ２9 １5１，２６１ １0１.４0 0 0 0.00 
北 条 0 0 ──── １0 ４１，500 １６６.00 ４２ 93，79２ 77.8４ １ ２03 0.１9 
溝 辺 0 0 0.00 １3 73，000 ６0.53 50 １8１，６４7 88.8６ ２ １，２２9 0.６４ 
三 津 浜 0 0 0.00 １２ ６8，500 73.3４ 5２ １80，8１６ 8６.２9 3 7，80６ 3.9６ 
住 吉 0 0 0.00 9 50，000 38.４9 ４４ １9１，3２9 9２.１0 １ １，55４ 0.78 
味 生 0 0 ──── １9 5４，４00 97.１４ 3４ 75，583 89.２２ 0 0 0.00 
西 条 １ １，000 ──── 3６ ２６9，000 １４3.70 １１４ 738，６80 97.55 0 0 0.00 
新 居 浜 ２ １２，500 ２08.33 ２8 １４0，070 75.35 １２3 377，305 １00.08 １ １，57２ 0.４１ 
き し １ 700 70.00 ２１ １3４，６00 75.２４ 75 ２99，１２8 １05.9２ 0 0 0.00 
中 萩 ２ １3，000 ４６.４3 ２7 １２0，500 １0１.６9 5６ １６0，887 １１5.50 0 0 0.00 
三 島 0 0 ──── １４ ６６，４00 ６４.97 ２3 95，0２１ 98.0４ 3 １3，98２ １４.87 
川 之 江 １ 800 ──── １0 58，800 588.00 １２ 5１，078 5２４.４１ 0 0 0.00 

計 51 235,260 82.75 905 5,511,190 79.65 3,358 14,656,578 93.41 78 387,893 2.57 

川之江 本 店 0 0 0.00 9 １0４，500 １１9.４3 35 ２２9，3１６ 99.２7 １ 3，１5２ １.3６ 
上 分 ２ １0，500 １3１.２5 １5 １４5，500 ４４４.95 3２ １６3，3６8 １30.１0 0 0 0.00 
三 島 0 0 0.00 ４ 39，000 80.４１ ２２ １１5，870 93.5４ 0 0 0.00 

南 １ 3，000 ６0.00 9 78，000 ６６.６7 3４ ２8２，090 73.57 ４ 5４，783 １5.37 
東 0 0 ──── ４ 39，000 １４４.４４ ２１ １0６，3６４ 89.7２ 0 0 0.00 
西 0 0 0.00 ６ １7，000 １４.35 39 ２６9，0４６ 8６.２8 0 0 0.00 
計 3 13,500 34.62 47 423,000 98.10 183 1,166,054 90.10 5 57,935 4.62 

東予信用 本 店 3 5，500 １07.8４ ２3 9２，300 １0１.99 80 ２7２，１50 85.9１ 3 １9，４00 ６.６２ 
泉 川 １ １0，000 ──── １5 75，000 8４.４６ 55 １88，9２２ 9１.3４ ２ 9，03１ ４.7１ 
川 東 0 0 ──── ２5 １４１，300 １１7.２６ 57 ４08，87２ １09.9４ 0 0 0.00 
三 島 １ ２，500 ──── 8 ２3，300 ２６.４5 37 １６0，２0４ 90.3１ 0 0 0.00 
松 柏 0 0 0.00 ２ 3，000 ２１.４3 １0 ２１，１６8 93.87 0 0 0.00 
寒 川 0 0 ──── ４ １9，000 ２3.90 ２４ 88，37６ 8４.１６ 0 0 0.00 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 3 月分 （単位：千円）
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保証状況

店　　舗　　名
保　　　　　証　　　　　承　　　　　諾 保　証　債　務　残　高 代　位　弁　済

当　　月　　中 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 対前年
同月比
（％）

当　　月　　末 代弁率
（％）件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額 件数 金　　額

東予信用 西 条 ４ １9，000 １0１.0６ ２１ １１２，300 １１5.0６ ４６ １8１，２１６ １２5.5１ 0 0 0.00 
小 松 １ ４，000 ２６６.６7 7 ２２，000 5４.05 ２６ 70，１87 8４.１0 0 0 0.00 
中 萩 １ 5，000 ──── １3 ４5，000 ６7１.６４ ２２ ６１，3１１ ２0６.93 0 0 0.00 
喜 多 川 0 0 ──── 8 １9，１00 １１２.35 １7 33，２79 １４8.１8 0 0 0.00 
新居浜駅 １ ２，500 8.１２ １４ 57，500 5１.5２ 39 １87，４39 １１６.４１ １ 9１8 0.４8 

計 12 48,500 82.62 140 609,800 80.77 413 1,673,124 101.93 6 29,349 1.75 

宇和島 本 店 １ 3，000 １２.00 ４5 １６7，６00 73.57 １79 ６89，9６9 9１.89 3 ６，990 0.97 
恵美須町 3 8，000 35.１8 ２5 ２37，5２8 １１２.85 １４8 5２8，080 95.95 0 0 0.00 
新 橋 3 １１，000 ２２0.00 3６ １４２，700 １5４.5４ 9４ ２６8，77６ １４１.50 0 0 0.00 
城 南 5 １8，700 ──── ２0 ６２，700 ２１２.5４ 5１ １２４，8２４ １１0.２9 0 0 0.00 

来 0 0 0.00 １3 ４9，500 ６４.79 53 １６3，9４６ １0４.78 １ 3，１６3 １.80 
泉 町 １ １，000 １２.50 5 9，800 １４.６9 57 １４7，70４ 83.08 １ ２93 0.１8 
吉 田 0 0 ──── １0 30，850 １４４.１６ 38 8６，077 9２.73 0 0 0.00 
南 宇 和 0 0 0.00 ６ 58，000 39.１9 3４ ２６４，8２４ １１１.0１ １ 7，１２7 ２.６3 
三 間 １ ２，500 １２5.00 5 ２7，１00 55.88 35 85，8１5 8６.38 0 0 0.00 
卯 之 町 5 ２２，000 70.97 １7 １05，000 78.99 ４8 ２４8，１１１ １0１.２5 0 0 0.00 

計 19 66,200 43.12 182 890,778 84.51 737 2,608,126 99.76 6 17,574 0.67 

商工中金 松 山 3 １６，000 35.5６ ２４ 3４7，１１２ 7４.４9 ６5 8６5，853 １07.４7 0 0 0.00 
高 松 0 0 ──── １ 8，000 ──── １ 7，６１3 ──── 0 0 0.00 

計 3 16,000 35.56 25 355,112 76.20 66 873,466 108.42 0 0 0.00 

単一農協 愛媛南農 0 0 ──── 0 0 0.00 5 ４，8２3 7２.４3 0 0 0.00 
西宇和農 0 0 ──── 0 0 ──── １ １４４ ４0.00 0 0 0.00 
越智今農 0 0 ──── 0 0 ──── １ ４50 １9.１5 0 0 0.00 
うま農協 0 0 ──── 0 0 ──── １ 8，４00 ４６.0４ １ 7，0２8 ６２.２7 

計 0 0 ──── 0 0 0.00 8 13,817 50.03 1 7,028 37.84 

総合計 860 12,152,500 78.82 7,275 90,346,043 98.97 24,635 208,255,083 95.24 413 3,507,924 1.66 

※代弁率は年度初めから当該月までの平均残高により算出したものです。

平成 ２６ 年 3 月分 （単位：千円）
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※保証料率につきましては、別表「信用保証料率表」をご覧下さい。

１．一 般 保 証（※別枠保証併用制度も含む）
　① 一般・提携および統一制度

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

一
　
　
　
　
般
　
　
　
　
保
　
　
　
　
証

1 普　 通　 保　 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内 ） 必要に応じ徴求

2 特 別 小 口 保 証 小 規 模 企 業 者
運転

個人・会社・組合　　0１，２50
5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない

3 小 口 保 証 小 企 業 者 運転
設備 個人・会社・組合　　00，050 3 年以内

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

4 風俗営業飲食業保証 中　 小　 企　 業　 者 運転
設備

個人・会社　　　　　0２，000
※協調融資先である日本政策
金融公庫の貸付金額以内

7年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

5 手形 ( でんさい )
割 引 根 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

個人・会社　　　　　２8，000
組　　　合　　　　　４8，000

２ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

6 手形貸付根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転 個人・会社・組合　　05，000 １ 年以内
原則として徴求

必要に応じ徴求

提
　
　
携
　
　
保
　
　
証

7
中 小 企 業 金 融
円 滑 化 保 証
（スムーズ 8000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む中小企業者で
あり、金融機関の企業評価「自己
査定」において原則「正常先」の
先

運転 個人・会社・組合　　08，000

7 年以内
（ただし、一括返済は １
年以内。また、経営安
定関連保証を併用する
場合は １0 年以内）

徴求しない

原則として徴求しない
（法人は原則として代表者のみ徴
求するが、申込人が希望し、協会
における保証料率区分が第 7 区分
から第 9区分の場合に限り不要）

8 小 口 連 携 保 証
（トライアングル1000）

県内に住所を有し、保証対象業種
に属する事業を営む会社・個人（確
定申告先）で商工団体が推薦する
先であり、所定の資格要件を満た
す先

運転 運転については月商の ２ヶ月
が上限 500
※所定の資格要件を満たす先
については １，000

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

9 優良ランク保証
（バリュー 5000）

県内に本店を有し、経営内容が良
好であり、かつ今後も経営の向上
が見込まれる会社および医療法人
で、所定の資格要件を満たす先

運転
会社　　　　　　　　05，000
※医療法人を含む

7年以内
徴求しない

原則代表者 １名

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

10 事業者カードローン
当座貸越根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　0２，000
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求しない

必要に応じ徴求

11 当座貸越（貸付
専用型）根保証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
個人・会社・組合　　２8，000
※組合は企業組合・協業組合に限る

１ 年間もしくは
２年間

（更新可 ）

原則として徴求
（ただし、5，000 万円以
内の場合は不要）

必要に応じ徴求

12 長期経営資金保証 中　 小　 企　 業　 者
運転

個人・会社　　　　　２0，000
3 年以上 １0 年以内 原則として徴求

設備 3年以上 ２0 年以内 必要に応じ徴求

13 予 約 保 証
中　 小　 企　 業　 者

（ただし、対象外要件あり）

運転
設備

（※旧債決
済資金は
対象外）

　　　　　　　　　　0２，000

※ただし、小口零細企業保証制度
を利用する場合は、合計で 500 ま
でとする

5年以内
（ただし、小口零細企業保
証制度を利用する場合は 7
年以内〔運転資金につい
ては 5年以内とする〕）
※信用保証書の有効期間
は 3６5 日

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

融資保証制度一覧

（平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日現在）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

全
　
国
　
統
　
一
　
保
　
証

14 小口零細企業保証 小 規 模 企 業 者
運転 　　　　　　　　　　0１，２50

※ただし、既存の保証協会の保証
付融資残高〔根保証においては融
資極度額〕との合計で １，２50 の範
囲内となる新規の保証に限る

5年以内 原則不要

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

15 経営力強化保証

金融機関および認定経営革新
等支援機関の支援を受けつ
つ、自ら事業計画の策定並び
に計画の実行および進捗の報
告を行う中小企業者

運転
個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

5 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

設備 7年以内

借換 １0 年以内

16 経営者保証ガイド
ライン対応保証

中小企業者（個人事業主は除
く）（ただし、｢経営者保証に
関するガイドライン｣ におい
て求められている対策が講じ
られている者）

運転 会　　　社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

3 年以内 有担保無保証人要件の
場合に限り徴求する

設備 5年以内 徴求しない

　② 県　制　度 （愛媛県中小企業振興資金融資制度保証における資金の種類）

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

経
　
営
　
安
　
定
　
資
　
金

17 一 般 資 金 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社・組合　　05，000

※組合転貸の場合は、１組合員あた
り１中小企業者の限度額

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

18 建設産業短期資金
建設業又は土木建築サービス業
に属する事業を営む中小企業者
および特定中小企業者（※1）

運転
個人・会社・組合　　0２，000
※ただし、工事代金など返済財源を
特定したものに限る

１ 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

19 小 口 資 金

小 規 模 企 業 者
（ただし、特別小口保険を利用する
者にあっては、小規模企業者であっ
て、原則として引き続き ６ ヶ月以上
商工会議所等の指導を受けている
者）

運転 個人・会社・組合　　0２，000

※ただし、運転資金および特別小口
保険利用の場合は １，２50 とする

5 年以内
必要に応じ徴求
（ただし、１，２50 万円以内
の場合は不要、特別小口
保険利用の場合は徴求し
ない）

設備 7年以内 必要に応じ徴求
（ただし、特別小口保険利
用の場合は徴求しない）

20 短 期 資 金 中　 小　 企　 業　 者 運転
知事がその都度定める
※組合転貸の場合は、１ 組合員
あたり １中小企業者の限度額

１年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

21 小 口 零 細 企 業 資 金 小 規 模 企 業 者
運転 個人・会社・組合　　0１，２50

※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１，２50 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

22 経 営 指 導 特 例
小 規 模 企 業 者

（ただし、原則として引き続き ６ ヶ月以
上商工会議所等の指導を受けている者）

運転 個人・会社・組合　　0１，２50
※ただし、既存の保証協会の保証付融資残高
〔根保証においては融資極度額〕との合計で
１，２50 の範囲内となる新規の保証に限る

5 年以内 原則不要

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

23 チ ャ レ ン ジ
企 業 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

承 認 中 小 企 業 者 等
又は

海外投資関係保証を
利用する中小企業者

運転 個人・会社・組合　　05，000 5 年以内 必要に応じ徴求

設備 個人・会社・組合　　１0，000 7 年以内 必要に応じ徴求

新
事
業
創
出
支
援
資
金

24 創業等関連資金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１，500
※ただし、創業等を行おうとする個
人および会社にあっては、自己資金
額を限度額とする

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）



22

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

新
事
業
創
出
支
援
資
金

25 創 業 関 連 資 金

創業等を行おうとする個人および
会社並びに創業等を行った個人お
よび会社で事業を開始（会社を設
立）した日以後 5 年を経過してい
ない中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１，000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

26 支 援 創 業
関 連 保 証

創業関連資金対象者のうち経済産
業省令で定める認定特定創業支援
事業により支援を受けて創業を行
う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１，500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

27 再挑戦支援資金

過去に経営状況の悪化により事業
を廃業もしくは会社を解散した経
験を有する者で、当該事業廃止の
日もしくは会社を解散した日から
5 年を経過する前に保証の委託を
申し込みした者

運転 個人・会社　　　　　0１，000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

28 支 援 創 業
関 連 保 証

再挑戦支援資金対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　0１，500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

5 年以内 徴求しない

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

29 緊 急 経 済 対 策
特 別 支 援 資 金

特定中小企業者（※ 1）
又は

中 小 企 業 者
又は

経 営 力 強 化 保 証 を
利用する中小企業者

運転
個人・会社　　　　　05，000
組　　　合　　　　　１0，000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

5年以内
（特定中小企業者等 7年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

借換
個人・会社　　　　　08，000
組　　　合　　　　　１６，000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

１0 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

30 雇 用 促 進 支 援 資 金 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　05，000
組　　　合　　　　　１0，000
※組合転貸の場合は、１ 組合員あ
たり １中小企業者の限度額

5年以内
（チャレンジ企業支援資金

融資対象者 7年以内）
必要に応じ徴求

設備
１0 年以内

（チャレンジ企業支援資金
融資対象者 １２ 年以内）

必要に応じ徴求

31 建 設 産 業 新 分 野
進 出 等 支 援 資 金

認 定 中 小 企 業 者
又は

特定中小企業者（※ 1）

運転
個人・会社・組合　　05，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

32 災 害 関 連 対 策 資 金 災害等の発生の都度知事が定める

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

33 中 小 企 業 振 興 資 金
融 資 制 度 保 証 中　 小　 企　 業　 者 運転

設備
各市町の融資条件による

上限 500
各市町の

融資条件による
（最長 5年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

34

中小企業緊急経営資金
融 資 制 度 保 証
（現在、八幡浜市・今治市・
新居浜市・西予市・四国中
央市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転

各市町の融資条件による
上限 １，000

※ただし、中小企業振興資金融資制
度保証と合算して、１，000 とする
なお、同保証との併用は不可

各市町の
融資条件による
（最長 ６年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

35
中小企業経営安定化
資 金 融 資 制 度 保 証
（現在、松山市・今治市のみ
取扱）

特定中小企業者（※ 1） 運転

各市町の融資条件による
上限 １，000

※ただし、中小企業振興資金融資制度
保証および中小企業緊急経営資金融資
制度保証と合算して、１，000 とする

各市町の
融資条件による
（最長 7年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

36
中 小 企 業 季 節 資 金
融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市・新居浜市
のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 運転 各市町の融資条件による
上限 300

各市町の
融資条件による
（最長 5ヶ月）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

　③ 市町制度
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

37
中 小 企 業 設 備 近 代 化
資 金 融 資 制 度 保 証
（松山市・今治市のみ取扱）

中　 小　 企　 業　 者 設備 各市町の融資条件による
上限 １，000

各市町の
融資条件による

（最長 7年）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

38
小 企 業 特 別 小 口 資
金 融 資 制 度 保 証
（今治市のみ取扱）

小 規 模 企 業 者 運転
設備

今治市の融資条件による
上限 ２00

今治市の
融資条件による

（最長 5年）

徴求しない

徴求しない

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

39 公 害 防 止 保 証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　05，000

組　　　合　　　　　１0，000
１5 年以内

（特別 ２0 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

40 エネルギー対策保証 中　 小　 企　 業　 者 設備
個人・会社　　　　　２0，000

組　　　合　　　　　４0，000
１5 年以内

（特別 ２0 年以内）

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

41 海 外 投 資 関 係 保 証 中　 小　 企　 業　 者
運転 個人・会社　　　　　２0，000

組　　　合　　　　　４0，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

42 新 事 業 開 拓 保 証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２0，000

組　　　合　　　　　４0，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

43 経 営 安 定 関 連 保 証
（セーフティネット保証）

中小企業信用保険法第 ２ 条第
5 項第 １ 号～ 8 号の認定を受
けた特定中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8，000
組　　　合　　　　　４8，000
（６ 号認定者）
個人・会社　　　　　38，000
組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

44 東 日 本 大 震 災
復 興 緊 急 保 証

東日本大震災により直接的に
被害を受けた中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000
１0 年以内

必要に応じ徴求

原則として徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

45 創 業 等 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

　　　　　　　　　　0１，500
※新規開業資金については、自己
資金額が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

46 創 業 関 連 保 証

創業等を行おうとする個人およ
び会社並びに創業等を行った個
人および会社で事業を開始（会社
を設立）した日以後 5年を経過し
ていない中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１，000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

47 支援創業関連保証
創業関連保証対象者のうち経
済産業省令で定める認定特定
創業支援事業により支援を受
けて創業を行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１，500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

48 再 挑 戦 支 援 保 証

過去に経営状況の悪化により事業を廃
業もしくは会社を解散した経験を有す
る者で、当該事業廃止の日もしくは会
社を解散した日から 5 年を経過する前
に保証の委託を申し込みした者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１，000
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

49 支援創業関連保証
再挑戦支援保証対象者のうち経済
産業省令で定める認定特定創業支
援事業により支援を受けて創業を
行う中小企業者

運転
設備

個人・会社　　　　　0１，500
※ただし、創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，000、創業関連
保証・支援創業関連保証・再挑戦支
援保証を合算して １，500 が限度

１0 年以内
徴求しない

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

２．別 枠 保 証
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

中
堅
企
業（
破
綻
金
融
機
関
等
関
連
）特
別
保
証

50
※ A
破綻金融機関等
関 連 特 別 保 証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　50，000

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

5年以内
徴求しない
（ただし、１0，000 万円
超の保証の際は必要）

設備 7年以内 必要に応じ徴求

51
※ B
破 綻 金 融 機 関 等
関連特別無担保保証

認 定 中 堅 業 者
運転 会　　　社　　　　　１0，000

※協調融資総額の 8 割を限度
とする

5年以内 徴求しない

設備 7年以内 必要に応じ徴求

52 激 甚 災 害 保 証 被 災 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

53 労働力確保関連保証 認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

特 定 組 合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 必要に応じ徴求

54 中 小 小 売 商 業
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者 設備

個人・会社　　　　　２8，000

特 定 組 合　　　　　４8，000
１5 年以内

必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

55 商 店 街 整 備 等
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人
設備 一般社団法人および

一般財団法人　　　  ２8，000 １5 年以内
必要に応じ徴求

必要に応じ徴求

56 伝 統 的 工 芸 品
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

57 地 域 伝 統 芸 能
等 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

58 流通業務総合効率化
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

59 小 規 模 事 業 者
支 援 関 連 保 証

認 定 一 般 社 団 法 人
および

一 般 財 団 法 人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

60 特 定 中 小 企 業 再 生
支 援 関 連 保 証 認 定 支 援 機 関

運転
商工会・都道府県商工
会連合会・商工会議所等　２8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

61
※ C
地 域 産 業 資 源
活 用 事 業 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

（６0，000）
組　　　合　　　　　４8，000

（80，000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

62
※ D
海外地域産業資源
活用事業関連保証

認 定 中 小 企 業 者
（ただし、海外において地域産業資源活用事
業〔需要の開拓に係るものに限る〕を実施
するものに限る）

運転 個人・会社　　　　　４0，000

組　　　合　　　　　６0，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

63 地 域 産 業 集 積
関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

64 中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　２8，000
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む
組　　　合　　　　　４8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

65
中 心 市 街 地 商 業 等
活 性 化 支 援
関 連 保 証

特 定 中 小 企 業 者
又は認定一般社団法人
および一般財団法人

運転 個人・会社　　　　　5６，000
※特定会社・一般社団法人および
一般財団法人を含む

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

66
※ E
特 定 新 技 術 事 業
活 動 関 連 保 証

中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　30，000

組　　　合　　　　　６0，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

67 ※ F
経 営 革 新 関 連 保 証 承 認 中 小 企 業 者

運転 個人・会社　　　　　２8，000
（６0，000）

組　　　合　　　　　４8，000
（１２0，000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

68
※ G
異 分 野 連 携 新 事 業
分 野 開 拓 関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

（１00，000）
組　　　合　　　　　４8，000

（１４0，000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 必要に応じ徴求

69
※ H
周 辺 地 域 整 備
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

（30，000）
組　　　合　　　　　４8，000

（６0，000）

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

70
※ I
中 小 企 業
特 定 社 債 保 証

下記のいずれかの条件を満たす中小企
業者（株式会社・特例有限会社・合名
会社・合資会社・合同会社）
（１）
総資産額 5 千万円以上 3 億円未満かつ

（自己資本比率 ２0％以上又は純資産倍率
２.0 倍以上）かつ（使用総資本事業利益
率 １0％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ ２.0 倍以上）
（２）
総資産額 3億円以上 5億円未満かつ（自
己資本比率 ２0％以上又は純資産倍率 １.5
倍以上）かつ（使用総資本事業利益率
１0％以上又はインタレスト・カバレッ
ジ・レーシオ １.5 倍以上）
（3）
総資産額 5 億円以上かつ（自己資本比
率 １5％以上又は純資産倍率 １.5 倍以上）
かつ（使用総資本事業利益率 5％以上又
はインタレスト・カバレッジ・レーシ
オ １.0 倍以上）

運転
設備

会　　　社　　　　　４5，000

一括支払契約保証の利用がない場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証と合計で 50，000 以内とす
る

一括支払契約保証の利用がある場合
※ただし、経営安定関連保証を除く
普通保証、無担保保証、中小企業特
定社債保証および一括支払契約保証
と合計で １00，000 以内とする

２ 年以上
7年以内
（年単位）

徴求しない
（ただし、２0，000 万円
超の保証の際は必要）

徴求しない

71
※ J
特 定 研 究 開 発 等
関 連 保 証

認 定 中 小 企 業 者
運転 個人・会社　　　　　２8，000

（30，000）
組　　　合　　　　　４8，000

（６0，000）

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内
（特別 ２0 年以内） 必要に応じ徴求

72

※ K
流 動 資 産
担 保 融 資 保 証

（ＡＢＬ保証）

流動資産（売掛債権・棚卸資
産）を担保として借り入れを
行う中小企業者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0，000

根保証：１年間
（更新可 ）

個別保証：１年以内

売掛債権、棚卸資
産に限り徴求する

（ただし、棚卸資産は法
人のみが対象）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

73 ※ L
下 請 振 興 関 連 保 証

振興事業を実施する
中 小 企 業 者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0，000 １ 年以内

（更新可 ）

徴求する
（ただし、親事業者に対す
る売掛債権に限る）

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

74 事 業 再 生 保 証
（ＤＩＰ保証）

民事再生手続き又は会社更生手続
きを申し立てた中小企業者であっ
て、再生 / 更生計画認可後 3 年を
経過していない者

運転
設備 個人・会社・組合　　２0，000 １0 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

75

※M
事 業 再 生 円 滑 化
関 連 保 証
（プレＤＩＰ保証）

特定認証紛争解決事業者（特定Ａ
ＤＲ）、中小企業基盤整備機構又
は中小企業再生支援協議会が関与
する私的整理手続中の中小企業者

運転
設備

（経済産業
省令で定
められて
いるもの
に限る）

個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000
3 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

76
※ N
特定信用状関連保証

（ＬＣ保証）

スタンドバイ信用状による海
外現地資金調達を行う中小企
業者

事業の
振興に
必要な
資金

個人・会社・組合　　２0，000 １ 年以内
必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

77
※ O
農 商 工 等 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携事
業計画に従って農商工等連携
事業を行う中小企業者

運転 個人・会社　　　　　２8，000
（１00，000）

組　　　合　　　　　４8，000
（１４0，000）

5 年以内
必要に応じ徴求
（8，000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

78 農 商 工 等 連 携
支 援 関 連 保 証

認定を受けた農商工等連携支
援事業計画に従って農商工等
連携支援事業を行う認定一般
社団法人および一般財団法人
又は特定非営利活動法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8，000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

79 経 営 承 継 関 連 保 証 認 定 中 小 企 業 者
（※組合、士法人は対象外）

運転
個人・会社　　　　　２8，000

１0 年以内 必要に応じ徴求

設備 １5 年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

80 ※ P
一 括 支 払 契 約 保 証 中 小 企 業 者 運転 個人・会社　　　　１00，000 １ 年以内

（更新可）

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

81 中 小 企 業 承 継 事 業
再 生 関 連 保 証

産業競争力強化法第 １２１ 条に規定
する中小企業承継事業再生計画を
主務大臣に提出し、認定を受けた
承継事業者である中小企業者に限
る（ただし、認定中小企業承継事
業再生計画に従って設立される法
人を除く）

運転

設備

個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000
１0 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

82 商 店 街 活 性 化
事 業 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化事業計
画に従って商店街活性化事業を実
施する商店街振興組合等（組合員、
所属員を含む）

運転
個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000

5 年以内
必要に応じ徴求
（8，000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

83 商 店 街 活 性 化
支 援 関 連 保 証

認定を受けた商店街活性化支援事
業計画に従って商店街活性化支援
事業を実施する認定商店街活性化
支援事業者

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8，000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

84 経 営 革 新 等
支 援 関 連 保 証

認定を受けて経営革新等支援業務
を実施する一般社団法人および一
般財団法人又は特定非営利活動法
人

運転
一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，000
特定非営利活動法人

5年以内
必要に応じ徴求
（8，000 万円超は原則
担保徴求する）

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

85 情 報 提 供 支 援
関 連 保 証

認定を受けた認定情報提供機関の
うち、情報提供業務を実施する一
般社団法人又は一般財団法人

運転
一般社団法人および
一般財団法人　　　  ２8，000

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

86
※ Q
特 定 下 請 連 携
事 業 関 連 保 証

認定を受けた特定下請連携事
業計画に従って、特定下請連
携事業を行う特定下請事業者

運転 個人・会社　　　　　２8，000
（４0，000）

組　　　合　　　　　４8，000
（６0，000）

5 年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

87
事 業 再 生 計 画
実 施 関 連 保 証
（経営改善サポート保証）

再生支援協議会等の中小企業支援
機関の指導又は助言を受けて作成
した再生計画等に従って事業再生
を実行中の中小企業者

運転
設備

（事業再生
計画の実
施に必要
な資金）

個人・会社　　　　　２8，000

組　　　合　　　　　４8，000
１5 年以内

必要に応じ徴求

徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）
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融資保証制度一覧

制　　度　　名 対　　　　　象 資金
使途

保証限度額（万円）
（　）は普通・無担保保険以外の合計限度額 保　証　期　間 担保および保証人の徴求

上段：担保　下段：保証人

88 連 携 創 業 支 援
関 連 保 証

市町が策定し、主務大臣に認定を受け
た認定創業支援事業計画に従って市町
と連携し創業支援事業を実施する一般
社団法人および一般財団法人又は特定
非営利活動法人

運転 一般社団法人および
一般財団法人、　　   ２8，000
特定非営利活動法人

5年以内 必要に応じ徴求

設備 7年以内 徴求しない
（法人は代表者のみ徴求）

89 追 認 保 証 ※利用する各制度の取り扱いに準ずる
　ただし １，000 万円を限度とする

90 借 換 保 証 ※借換後の保証に対する制度の取り扱いに準ずる

（※１）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２条第 5項（経営安定関連）１～ 8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。

（注１）
１．普通保証、手形（でんさい）割引根保証、当座貸越（貸付専用型）根保証、経営力強化保証、経

営安定関連保証、東日本大震災復興緊急保証、激甚災害保証、労働力確保関連保証、中小小売商
業関連保証、商店街整備等支援関連特例、伝統的工芸品支援関連保証、地域伝統芸能等関連保証、
流通業務総合効率化関連保証、小規模事業者支援関連保証、特定中小企業再生支援関連保証、経
営革新関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、特定研究開発等
関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、地域産業集積関連保証、中心市街地商業等活性化関
連保証、中心市街地商業等活性化支援関連保証（※）、事業再生円滑化関連保証、農商工等連携
事業関連保証、農商工等連携支援関連保証、経営承継関連保証、中小企業承継事業再生関連保証、
商店街活性化事業関連保証、商店街活性化支援関連保証、経営革新等支援関連保証、情報提供支
援関連保証、特定下請連携事業関連保証、事業再生計画実施関連保証、連携創業支援関連保証の
保証限度額には、個人・会社、組合又は一般社団法人および一般財団法人（対象中小企業者）と
も無担保保険に係わる保証限度額 8，000 万円（※の中心市街地商業等活性化支援関連保証につい
ては １６，000 万円）が含まれています。

２．一般保証の合計は、普通保険に係わる保証にあっては個人・会社 ２0，000 万円、組合 ４0，000 万円（無
担保保険に係わる保証にあっては、個人・会社、組合とも 8，000 万円）を超えることができません。

３．特別小口保険に係る保証を利用することができるのは、中小企業者のうち常時使用する従業員の
２0 人（商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については 5 人）以下の会社および個人
に限ります。なお、常時使用する従業員の数を業種ごとに政令で定める場合は、その政令で定め
る従業員数以下の会社および個人とします。

４．特別小口保険に係る保証は、無担保・無保証人ですが、他の保証を併用することはできません。

５．激甚災害保証と経営安定関連保証は、一般保証のほかに別枠の利用が可能ですが、合算で普通保
証 ２0，000 万円、無担保保証 8，000 万円（うち無担保保証人保証 １，２50 万円）の範囲内で取り扱
います。
また、別枠を利用した場合、激甚災害保証および経営安定関連保証と東日本大震災復興緊急保証
合算で普通保証 ４0，000 万円（組合の場合は 80，000 万円）、無担保保証 １６，000 万円（うち無担保
保証人保証 ２，500 万円）、最大で 5６，000 万円（組合の場合は 9６，000 万円）が限度となります。

（注２）
　愛媛県中小企業振興資金融資制度保証については、融資限度額での取り扱いとなっており、その額
を保証限度額欄に表示しております。したがいまして部分保証方式を選択されている金融機関からの
責任共有対象保証の申し込みがあった場合の保証限度額は、表示されている金額に保証割合を乗じた
額になりますのでご留意下さい。

（注３）
１．※Ａ破綻金融機関等関連特別保証および※ B 破綻金融機関等関連特別無担保保証の取り扱いは、

平成 １0 年 １２ 月 ２４ 日より「破綻金融機関等の融資先である中堅事業者に係る信用保険の特
例に関する臨時処置法」が終了する日までとなっております。この二制度については、同法
第 ２条第 ２項の規定に基づく県知事の認定書が必要です。

２．※Ｃ地域産業資源活用事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、
新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、周辺地域整備関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法
人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。
また、流動資産担保保険に該当する場合には、別枠として個人・会社・その他法人・組合と
もに ２0，000 万円の利用ができます。

３．※Ｄ海外地域産業資源活用事業関連保証については、海外投資関係保証および経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保証の海外投資関係保険に該当
する別枠を含み、個人・会社・その他法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

４．※Ｅ特定新技術事業活動関連保証については、新事業開拓保証ならびに経営革新関連保証、異分
野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、
特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の新事業
開拓保険に該当する別枠を含みます。

５．※Ｆ経営革新関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業開拓
保証および特定新技術事業活動関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整
備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 30，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

また、海外投資関係保険に該当する場合には、別枠として海外投資関係保証および海外地域
産業資源活用事業関連保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証、農商工等連携事業関連保
証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他法人 30，000 万円、組合 ６0，000 万円
の利用ができます。

６．※Ｇ異分野連携新事業分野開拓関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農
商工等連携事業関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、
個人・会社・その他法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２0，000 万円の利用ができます。

７．※Ｈ周辺地域整備関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等関連保証、農商工等連携事業
関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 30，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

８．※Ｉ中小企業特定社債保証については、保証協会と金融機関の共同保証形式（ただし保証協会の
保証は割合は 80％）となります。したがって、保証付私募債の発行価格は 5６，000 万円が限
度となります。

９．※Ｊ特定研究開発等関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合は別枠として、新事業
開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分野開
拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、農商工等連携事業関
連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他の
法人 30，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

１0．※Ｋ流動資産担保融資保証および※ L 下請振興関連保証については、保証協会の保証割合は
80％となります。したがって、本保証での借入額は各 ２5，000 万円が限度となります。

１１．※Ｍ事業再生円滑化関連保証（特例小口保険利用の場合を除く）および※ N 特定信用状関連保
証については、保証協会の保証割合は 80％となります。

１２．※Ｏ農商工等連携事業関連保証の保証限度額については、以下のとおりとなります。
（新事業開拓保険に該当する場合）

別枠として、新事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、
異分野連携新事業分野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関
連保証、特定研究開発等関連保証、特定下請連携事業関連保証の同保険に該当する別枠
を含み、個人・会社・その他法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

（海外投資関係保険に該当する場合）
別枠として海外投資関係保証および海外地域産業資源活用事業関連保証、経営革新関連
保証、異分野連携新事業分野開拓関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・
その他法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。

（流動資産担保保険に該当する場合）
別枠として個人・会社・その他法人・組合ともに ２0，000 万円の利用ができます。

１3．※Ｐ一括支払契約保証については、保証協会の保証割合は 70％以下となります。したがって、
本保証での借入極度額は １４ 億 ２，800 万円が上限となります。

１４．※Ｑ特定下請連携事業関連保証については、新事業開拓保険に該当する場合には別枠として、新
事業開拓保証および特定新技術事業活動関連保証、経営革新関連保証、異分野連携新事業分
野開拓関連保証、周辺地域整備関連保証、地域産業資源活用事業関連保証、特定研究開発等
関連保証、農商工等連携事業関連保証の同保険に該当する別枠を含み、個人・会社・その他
の法人 ４0，000 万円、組合 ６0，000 万円の利用ができます。
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信 用 保 証 料 率 表

区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 3区分 第 ４区分 第 5区分 第 ６区分 第 7区分 第 8区分 第 9区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

一
　
　
般
　
　
保
　
　
証
　
　
（
※
別
枠
保
証
併
用
制
度
も
含
む
）

一
般
保
証

1 普通保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
2 特別小口保証（無担保・無保証人） ○ 0.85 
3 小口保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
4 風俗営業飲食業保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
5 手形（でんさい）割引根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
6 手形貸付根保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

提
携
保
証

7 中小企業金融円滑化保証（スムーズ 8000）（注 8） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○
8 小口連携保証（トライアングル 1000） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
9 優良ランク保証（バリュー 5000） ○ ― ― ― ― ― 0.85 0.65 0.45 0.30 ○

全
国
統
一
保
証

10 事業者カードーローン当座貸越根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
11 当座貸越（貸付専用型）根保証 ○ 1.62 1.49 1.32 1.15 0.98 0.85 0.68 0.51 0.39 ○ ○
12 長期経営資金保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
13 予約保証（注 7） ○ ― 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 ○ ○

14 小口零細企業保証　（注 3）
（下記以外） ○ 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
予約保証（注 7） ○ ― 2.20 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 ○

15 経営力強化保証（注 11）
○ 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 0.45 ○ ○

○ 2.00 1.80 1.60 1.35 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○
16 経営者保証ガイドライン対応保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

愛
　
　
媛
　
　
県
　
　
制
　
　
度

愛
媛
県
中
小
企
業
振
興
資
金
融
資
制
度
保
証

経
営
安
定
資
金

17 一般資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
18 建設産業短期資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号～ ６号 ○ 0.80 
7 号～ 8号 ○ 0.70 

19 小口資金
（下記以外） ○ 1.40 1.26 1.12 0.98 0.80 0.80 0.75 0.55 0.35 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

20 短期資金 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

21 小口零細企業資金
（下記以外） ○ 1.87 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 ○
２２ 経営指導特例 ○ 1.55 1.41 1.27 1.13 0.95 0.95 0.90 0.70 0.50 ○

23 チャレンジ企業支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象者 １ に該当するもので
あって特例保険を利用する者 ○ 0.70 
海外投資関係保証を利用する者 ○ 1.00 ○

新事業創出支援資金

２４ 創業等関連資金 ○ 0.80 
２5 創業関連資金（下記以外） ○ 0.80 

２６ 支援創業関連保証 ○ 0.80 
２7 再挑戦支援資金（下記以外） ○ 0.80 

２8 支援創業関連保証 ○ 0.80 
29 緊急経済対策特別支援資金 （下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号～ ６号 ○ 0.80 
7 号～ 8号 ○ 0.70 

制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象の者 ○ 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 0.35 ○ ○
制度保証要綱の融資対象（7）に該当するものであっ
て責任共有対象外の者 ○ 1.70 1.53 1.36 1.15 1.10 0.90 0.70 0.50 0.50 ○

30 雇用促進支援資金 ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○
31 建設産業新分野進出等支援資金（下記以外） ○ 1.72 1.55 1.38 1.21 1.00 0.95 0.75 0.55 0.35 ○ ○

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号～ ６号 ○ 0.80 
7 号～ 8号 ○ 0.70 

32 災害関連対策資金 ○ 災害等の発生の都度知事が別に定めるところによる ― ―

市
町
村
制
度

33 中小企業振興資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
34 中小企業緊急経営資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

35 中小企業経営安定化
資金融資制度保証

特定中小企業者
（注 １0）

１ 号～ ６号 ○ 0.80 
7 号～ 8号 ○ 0.70 

36 中小企業季節資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
37 中小企業設備近代化資金融資制度保証 ○ 1.66 1.53 1.35 1.17 1.05 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
38 小企業特別小口資金融資制度保証 ○ 0.85 

別
　
　
枠
　
　
保
　
　
証

39 公害防止保証 ○ 1.00 ○
40 エネルギー対策保証 ○ 1.00 ○
41 海外投資関係保証 ○ 1.00 ○

42 新事業開拓保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

43 経営安定関連保証
（セーフティネット保証）

１ 号～ ６号 ○ 0.80 

7 号～ 8号
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

44 東日本大震災復興緊急保証 ○ 0.80 
45 創業等関連保証 ○ 0.80 

46 創業関連保証
（下記以外） ○ 0.80 
４7 支援創業関連保証 ○ 0.80 

48 再挑戦支援保証
（下記以外） ○ 0.80 
４9 支援創業関連保証 ○ 0.80 

中堅企業 （ 破綻金融機関
等関連 ）特別保証

50 破綻金融機関等関連特別保証 協調融資 ○ 0.75 
5１ 破綻金融機関等関連特別無担保保証 協調融資 ○ 0.65 

52 激甚災害保証 ○ 0.80 

53 労働力確保関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

54 中小小売商業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

55 商店街整備等支援関連保証 ○ 1.15 ○
56 伝統的工芸品支援関連保証 ○ 1.15 ○

57 地域伝統芸能等関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

58 流通業務総合効率化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

（注）  赤色の保証制度は、責任共有制度対象外の保証制度（１00％保証）。青色の保証制度は、責任共有制度対象でかつ ｢部分保証｣（80％保証）の保証制度を表しています。 （単位：年率％）

（平成 ２６ 年 ４ 月 １ 日現在）
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区分 制　　　度　　　名

責任共有 責任共有保証料率・保証料率（責任共有外保証料率）

対　　象 対象外 第 １区分 第 ２区分 第 3区分 第 ４区分 第 5区分 第 ６区分 第 7区分 第 8区分 第 9区分 中小企業会計
割 引 の 適 用

有 担 保 割 引
の 適 用

その他定性要
因割引の適用

部分保証

別
　
　
　
　
　
　
　
枠
　
　
　
　
　
　
　
保
　
　
　
　
　
　
　
証

59 小規模事業者支援関連保証 ○ 1.15 ○
60 特定中小企業再生支援関連保証 ○ 1.15 ○

61 地域産業資源活用事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

62 海外地域産業資源活用事業関連保証 海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

63 地域産業集積関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

64 中心市街地商業等活性化関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

65 中心市街地商業等活性化支援関連保証 ○ 0.70 

66 特定新技術事業活動関連保証
（下記以外） ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 5） ○ 1.30 

67 経営革新関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

68 異分野連携新事業分野開拓関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

69 周辺地域整備関連保証

（下記以外） ○ 1.15 ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

70 中小企業特定社債保証 ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○（注 ６）

71 特定研究開発等関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

72 流動資産担保融資保証（ABL保証） ○ 0.68 
73 下請振興関連保証 ○ 0.56 
74 事業再生保証（ＤＩＰ保証） ○ 2.20 

75 事業再生円滑化関連保証
（プレＤＩＰ保証）

（下記以外） ○ 1.76 
特別小口保険利用 ○ 0.85 

76 特定信用状関連保証（ＬＣ保証） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○

77 農商工等連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
流動資産担保保険利用 ○ 0.68 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 
海外投資関係保険利用 ○ 1.00 ○

78 農商工等連携支援関連保証 ○ 1.15 ○

79 経営承継関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

80 一括支払契約保証（注 9） ○ 1.54 1.40 1.26 1.12 0.95 0.77 0.63 0.49 0.35 ○

81 中小企業承継事業再生関連保証
（下記以外） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○
特別小口保険利用 ○ 0.85 

82 商店街活性化事業関連保証
（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

83 商店街活性化支援関連保証 ○ 1.15 ○
84 経営革新等支援関連保証 ○ 1.15 ○
85 情報提供支援関連保証 ○ 1.15 ○

86 特定下請連携事業関連保証

（下記以外） ○ 0.70 
特別小口保険利用 ○ 0.80 
新事業開拓保険利用 ○ 1.00 ○
新事業開拓保険（注 ４） ○ 0.70 

87 事業再生計画実施関連保証
（経営改善サポート保証）（注 11）

○ 0.70 
（下記以外） ○ 0.80 
特別小口保険利用 ○ 0.80 

88 連携創業支援関連保証 ○ 1.15 ○

89 追認保証（注 1） ○ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 ○ ○

90 借換保証（注 2） △ △ △ 1.90 1.75 1.55 1.35 1.15 1.00 0.80 0.60 0.45 △ △

【補足説明】
（１）責任共有制度の対象となる制度区分の保証料率（「責任共有保証料率」という）は、保証委託額に対して計算される保証料を貸付金額に対する率で表示したもの。

責任共有制度の対象外となる制度区分の保証料率（「保証料率」という）は、保証委託額に対する率。
（２）第 １区分から第 9区分までの区分は、中小企業信用保険法施行令（昭和 ２5 年政令第 350 号）第 ２条の規定に基づき、中小企業者の財務内容その他の経営の状況を勘案して経済産業省令で定められている保険料率の区分とする。

保証料弾力化に係る保証制度については、リスク計測モデル（ＣＲＤモデル）により、制度毎に第 １区分～第 9区分の範囲で料率を判定、これに定性情報を加味して実際に適用する保証料率を決定する。
なお、区分対応する保証において、次のいずれかに該当する事業者については、第 5区分 ( 経営力強化保証は第 ４区分 ) の保証料率に定性情報を加味して料率を決定する。
①個人その他の法令で定めるところにより貸借対照表および損益計算書を作成する義務を課せられていない事業者であって貸借対照表および損益計算書がないもの
②事業開始後最初の事業年度の決算における貸借対照表および損益計算書がない事業者
③金融機関からの借入れ（当該保険関係に係るものに限る。）に係る連帯債務を負担する事業者

（3）有担保割引の適用欄が「○」の保証制度は、保証協会所定の担保の提供がある場合、表示の料率から 0.１0％引き下げる。
（４）一括支払契約保証を除く保証制度で会計参与を設置していることが確認できる場合、又は、中小企業会計割引の適用欄が「○」の保証制度で、「中小企業の会計に関する基本要領」の適用状況を確認できる場合、表示の料率から 0.１0％

引き下げる。

（注 １）利用する各保証制度の取り扱いに準ずる。ただし １，000 万円を限度とする。
（注 ２）借換保証は、利用する各保証制度に定める料率による（割引・割増の有無含む）。
（注 3）「小口零細企業保証制度」は、利用する保証制度（部分保証制度に限定された保険種別以外はすべての保険種別＜保険特例含む＞の利用が可能である。また、当座貸越根保証、手形（でんさい）割引根保証等の根保証形式の保証

は利用できない）に定める料率による。
（注 ４）「新事業開拓保険」を利用のものであって、担保（保証人の保証を除く。）を提供させない保証であり、かつその合計額が 5，000 万円以下の場合の料率である。
（注 5）「新事業開拓保険」の利用のものであって、担保および保証人（法人代表者の保証を除く）を提供させない保証であって、その合計額が ２，000 万円以下の場合の料率である。
（注 ６）協会独自割引として、「経営者」、「経営環境」、「経営基盤」の 3項目についての定性評価を行い評価に応じて 0.09％から 0.２４％表示利率より引き下げる。ただし、最高割引料率の限度あり。
（注 7）「予約保証」については、第 １区分該当者は対象外。
（注 8）「中小企業金融円滑化保証」は、愛媛県中小企業振興資金融資制度保証、経営安定関連保証を併用する場合は各保証に定める料率による。
（注 9）「一括支払契約保証」については、保証割合が 70％以下となります。なお、保証料率は保証割合 70％の場合を例として掲載しております。
（注 １0）｢特定中小企業者｣ とは、中小企業信用保険法第 ２条第 5項（経営安定関連）１～ 8号のいずれかの規定に基づき市町長の認定を受けた方のことです。
（注 １１）「経営力強化保証」「事業再生計画実施関連保証」については、責任共有制度の対象外となる保証付き既往借入金（平成 １9 年 9 月 30 日以前に保証協会が申し込み受付した保証であって保証割合が １00％の保証を含む。）を本制度

で借り換える場合（保証付きの既往借入金の範囲内の額を借り換える場合に限る。）は、責任共有制度の対象外となります。
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平成 21 年 11 月 1 日より保証協会団体信用生命保険制度の取扱いをしております！

� 保証協会団体信用生命保険とは
　保証協会団体信用生命保険（以下、保証協会団信）とは、信用保証協会の保証付で金融機関から借入を行っ
たお客様が、その全額を返済されないうちに、死亡もしくは所定の高度障がい状態となった場合に、社団法
人全国信用保証協会連合会（以下、連合会）が生命保険会社から受け取る保険金（＊）をもとに、加入して
いる借入口について、金融機関に対する債務を弁済する制度です。
　これにより、事業の維持安定が可能になるとともに、ご家族の皆様の安心を図ることができます。

（＊保証協会団信は連合会が生命保険会社と契約します。お客様は連合会と債務弁済委託契約を締結していただきます。）

� 保証協会団信加入状況
　保証協会団信の平成 ２６年 3月末時点の加入状況は下記の通りです。（生保会社査定後承諾済ベース）

 〈金融機関別〉

『保証協会団信』のお知らせ

今月の保証協会団信実績（平成 26 年 3 月）

愛媛県信用保証協会は、中小企業の皆様への「プラスワンサービス」として保証協会団信の取扱いを
開始しました。なお、保証協会団信への加入は中小企業者の皆様の任意であり、保証の諾否・金額査定
には全く関係ありません。

3月件数 3月融資額 累計件数 累計金額 平均融資額 平均年齢

9件 １１，7２0 万円 7１7 件 5４６，0４２ 万円 7６２ 万円 5２.0 歳

金融機関名 3月件数（件） 3月融資額（万円） 累計件数（件） 累計金額（万円） 

伊 予 銀 行 ４ 5，500 ２09 １78，508

四 国 銀 行 ── ── 8 １１，7４5

百十四銀行 ── ── 9 １２，300

阿 波 銀 行 ── ── １ 500

広 島 銀 行 ── ── 8 7，１70

愛 媛 銀 行 １ 500 ２１６ １7１，２85

香 川 銀 行 ２ 5，１00 １１ １４，４00

高 知 銀 行 ── ── １7 １２，7４7

徳 島 銀 行 ── ── 3 １，990

愛 媛 信 金 １ ２50 １5１ 8１，890

東 予 信 金 ── ── ４5 ２7，４80

川之江信金 ── ── １9 １６，9６7

宇和島信金 １ 370 ２0 9，0６0

合　　計 9 １１，7２0 7１7 5４６，0４２



鳴門海峡・関門海峡と並ぶ日本三大急潮
流の一つです。来島海峡大橋は、日本経
済新聞のおすすめサイクリングコース（平
成22年）で全国1位に選ばれました。現
在、「瀬戸内しまのわ2014」開催中。

表紙写真／来島海峡（今治市）

当協会ホームページのご案内 愛媛県信用
クリック

お知らせ（更新・新着情報）

保証の概況　平成26年3月を掲載しました。2014年 4月 8日

◇平成26年度　組織体制のご案内
◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内
◇お知らせ
　─愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について─
　─信用保証協会団体信用生命保険制度（保証協会団信）の取扱い変更について─
　─東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限延長について─
　─電話（FAX）番号の変更について（新居浜支所　管理課）─
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愛媛巨人列伝13 秋山真之（日露戦争の名参謀）
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◇平成26年度　組織体制のご案内
◇050ダイヤルイン番号表変更のご案内
◇お知らせ ─愛媛県中小企業振興資金融資制度保証要綱の一部改正について─
 ─信用保証協会団体信用生命保険制度（保証協会団信）の取扱い変更について─
 ─東日本大震災にかかる激甚災害保証の適用期限延長について─
 ─電話（FAX）番号の変更について（新居浜支所　管理課）─

Guarantee Information

愛媛巨人列伝13 秋山真之（日露戦争の名参謀）
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〒792-0025
新居浜市一宮町2丁目4番8号　新居浜商工会館2階
保証課　TEL 0897-33-8282　FAX 0897-33-8284
管理課　TEL 0897-33-8292　FAX 0897-33-8293

〒790-8651　愛媛県松山市一番町4丁目1番地2　中小企業会館1～3階

■松山事業部／保証一課・保証二課・管理課
　　　　　　　　　　　　　　TEL 089-931-2118　　FAX 089-931-2174
　　　　　　　
■総　務　部／総　務　課　　TEL 089-931-2111㈹　FAX 089-931-2107
　　　　　　　電　算　課　　TEL 089-931-2115　　FAX 089-931-2170
■業務統括部／経営支援室　　TEL 089-931-2116　　FAX 089-931-1026
　　　　　　　保証企画課　　TEL 089-931-2114　　FAX 089-931-2107
　　　　　　　管理推進課　　TEL 089-931-2117　　FAX 089-931-2107
■監　査　室　　　　　　　　TEL 089-931-2180　　FAX 089-931-1026

〒796-8691
八幡浜市1590番地22　八幡浜商工会館4階
TEL 0894-22-2003　FAX 0894-22-3137

〒794-0042
今治市旭町2丁目3番地20　今治商工会議所ビル4階
TEL 0898-23-0170　FAX 0898-23-0758

〒798-0040
宇和島市中央町1丁目9番10号　愛媛新聞ビル5階
TEL 0895-22-6556　FAX 0895-22-6583

業務区域 新居浜市・西条市・四国中央市

業務区域 今治市・上島町

業務区域 八幡浜市・大洲市・西予市・内子町・伊方町

業務区域 松山市・東温市・伊予市・久万高原町・砥部町・松前町

業務区域 宇和島市・鬼北町・松野町・愛南町

本所

新居浜支所

今治支所

八幡浜支所

宇和島支所


